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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともグルコース、フコース、グルクロン酸、ラムノースを構成単糖とする酸性多
糖類を含有し、アルカリゲネス レータス
Ｂ－１６株細菌の産生する天然多糖類と、多価アルコールと、水を含有する混合物を加熱
した伸縮性を有するゲル組成物。
【請求項２】
　上記ゲル組成物は、上記多価アルコールと上記水の重量比が、１：０．０５～１：２０
であり、かつ上記多価アルコールと上記水の合計量１００重量部に対して上記天然多糖類
が０．０１重量部～１０重量部を含有する請求項１に記載の伸縮性を有するゲル組成物。
【請求項３】
　上記多価アルコールが、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン、１，３－ブチレ
ングリコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、
プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ソルビトール、ペンチレングリコール
の中から選ばれた請求項１又は請求項２に記載の伸縮性を有するゲル組成物。
【請求項４】
　上記ゲル組成物は、室温における伸び率が５０％以上であり、かつ、引っ張り応力が０
．１ｋｇ／ｃｍ２以上である請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の伸縮性を有するゲ
ル組成物。
【請求項５】
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　上記ゲル組成物は、相対湿度３３％、温度２０℃で２４時間静置後の保水率が５０％以
上である請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の伸縮性を有するゲル組成物。
【請求項６】
　少なくともグルコース、フコース、グルクロン酸、ラムノースを構成単糖とする酸性多
糖類を含有し、アルカリゲネス レータス
Ｂ－１６株細菌の産生する天然多糖類と、多価アルコールと、水を混合した後に、該混合
物を加熱する伸縮性を有するゲル組成物の製造方法。
【請求項７】
　上記多価アルコールと上記水の重量比が、１：０．０５～１：２０であり、かつ上記多
価アルコールと上記水の合計量１００重量部に対して上記天然多糖類が０．０１重量部～
１０重量部を混合した後に、該混合物を加熱する請求項６に記載の伸縮性を有するゲル組
成物の製造方法。
【請求項８】
　上記多価アルコールが、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン、１，３－ブチレ
ングリコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、
プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ソルビトール、ペンチレングリコール
の中から選ばれた請求項６又は請求項７に記載の伸縮性を有するゲル組成物の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は伸縮性を有するゲル組成物及びその製造方法に関し、さらに詳細には、例えば
化粧料および医薬品の基材として利用するのに最適な、製造が容易で、安全性が高く、伸
縮性を有するゲル組成物及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、化粧料および医薬品等の基材としてゲル状の組成物が使用されている。このゲル
状の組成物としては、製造の容易さ、柔軟性があることから、カルボキシビニルポリマー
あるいはカルボキシビニルポリマー誘導体が頻繁に使用されている。
　そしてこのカルボキシビニルポリマーをゲル化させるためには、中和剤を必要とするが
この中和剤による皮膚刺激性や安定性を改善するために、中和剤の代りにカルボキシルメ
チルキチンを使用したゲル組成物等も知られている（例えば、特許文献１参照）。
　また、保湿効果を高めるため、中和剤の代わりに中性アミノ酸を使用したゲル組成物等
が公知となっている（例えば、特許文献２参照）。
【０００３】
　しかし、中和剤の代わりに使用した有機物質には塩基性であるアミノ基が含まれており
、この有機塩基はニトロソアミンに変化する可能性があるため、使用上の問題があった。
　また、これらのゲル基剤は、ゲル強度が弱い、水分を比較的容易に離脱しやすく初期の
特性を保持しない、ｐＨや電解質に対して不安定である、経時的安定性に欠ける等の問題
も有していた。
　そのため、ゲル強度が高く、水分などの離脱がなく、初期特性を保持するために、Ｎ－
ビニルアセトアミドとアクリル酸及び／又はアクリル酸塩との共重合体によるゲル組成物
が公知となっている（例えば、特許文献３参照）。
　更に、多くの合成高分子のゲルとして例えば、ポリアクリル酸ナトリウムと水酸化アル
ミニウムゲルと軽質無水珪酸を水の存在下で金属架橋させた含水ゲルがある（例えば、特
許文献４参照）。また、アクリル酸等の水溶性ビニル化合物を重合させた含水ゲルもある
（例えば、特許文献５参照）。さらに、ポリビニルアルコールをグルタルアルデヒドで架
橋させた水性ゲル等もある（例えば、特許文献６参照）。しかし、これらの合成高分子か
らなるゲル組成物は、モノマーの混入が全くの皆無ではないことから、皮膚刺激性等につ
いて改良が望まれていた。
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【０００４】
　一方、天然物系のゲル基剤は、例えばヒアルロン酸、キサンタンガム、ジェランガム、
アガロース、カラゲナン等の多糖類などが挙げられる。しかしこれらの天然多糖類がゲル
状態になった時のゲル強度が弱いことと、柔軟性がないことから、例えば医薬品において
、シートやフィルム状の外用製品を調製しても、柔軟性や伸縮性を必要とする外用製品を
、人体の関節部に使用することはできない等の適用分野は制限されるという問題点があっ
た。
【０００５】
　そこで、天然多糖類のゲル状態におけるゲル強度を上げるために、ゲル強化剤としてポ
リメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）ポリメチルアクリレート（ＰＭＡ）ポリエチレング
リコール、アクリルを添加する方法（例えば、特許文献７参照）、エポキシ化合物系架橋
剤等、化学的に架橋する方法（例えば、特許文献８参照）等が公知になっている。しかし
ゲル強化剤のモノマーや架橋剤の残存を完全に除去することが難しいため、外用剤として
使用する場合に改良の必要があった。
【特許文献１】特開平５－２５５１２１号公報。
【特許文献２】特開平９－１２４８７８号公報
【特許文献３】特開平５－２７１５１７号公報
【特許文献４】特開昭５９－９３０１２号公報
【特許文献５】特開昭６１－１０６６０３号公報
【特許文献６】特開平１－２６６３３号公報
【特許文献７】特願平６－３１３０６４号公報
【特許文献８】特許第３１０７４８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで本発明は、例えば化粧料および医薬品の基材として利用する場合に最適な、強度
が高く、伸縮性が良く、長期間の使用においても安定でかつ、安全性が高く、製造の容易
なゲル組成物とその製造法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、前記課題を解決するため鋭意研究を行った結果、安全性が確立している
多価アルコールと水をバインダーにし、特定の天然多糖類を用いることで、簡単な方法で
ゲル強度を向上させると共に、伸縮性が付与された、安全なゲル組成物とその製造方法を
見出し、本発明を完成するに至った。
【０００８】
　すなわち請求項１の本発明は、少なくともグルコース、フコース、グルクロン酸、ラム
ノースを構成単糖とする酸性多糖類を含有し、アルカリゲネス
レータス Ｂ－１６株細菌の産生する天然多糖類と、多価アルコールと、水を含有する混
合物を加熱した伸縮性を有するゲル組成物である。
　請求項１の本発明では、少なくともグルコース、フコース、グルクロン酸、ラムノース
を構成単糖とする酸性多糖類を含有するアルカリゲネス
レータス Ｂ－１６株細菌の産生する天然多糖類を使用したため、モノマーの混入や他の
不純物がなく、皮膚刺激性がなく、安全性が高い。また、グルウロン酸の親水基と、多価
アルコールと水により強い水素結合を形成すると判断され、さらにデオキシ糖の疎水基の
部分を有するため、弾力性を有して、強い伸縮性を有するゲル組成物を得ることができ、
伸縮性の大きな、引張強度の大きなゲル組成物を得ることができる。また、ゲル化させる
ために塩基性物質や他の薬品を使用する必要がなく、安全性の確立された多価アルコール
と水により伸縮性がえられるため、安全性が高く、製造が容易である。
　微生物の産生多糖類である天然多糖類を使用するため、微生物の培養で容易に得ること
ができ、製造も容易であり、また、天然物でありモノマーや重合剤を含まないため、安全
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性も高い。
　天然多糖類が少なくともグルコース、フコース、グルクロン酸、ラムノースを構成単糖
とする天然多糖類であるため、多価アルコールと水の混合物に溶解し易いとともに、多価
アルコールと水に対して、天然多糖類の高分子が架橋反応しやすいと判断されるため、伸
縮性と弾力性に富んだゲル組成物を得ることができる。
　アルカリゲネス　レータス　Ｂ－１６株細菌の産生する多糖類がグルコース、グルクロ
ン酸、ラムノースからなる繰り返し構造の主鎖中にある１つのグルコースに１つのフコー
スが分岐した構造を有している高分子成分を有するため、多価アルコールと水に対してそ
の高分子が架橋反応すると判断され、伸縮性と弾力性に富んだゲル組成物を得ることがで
きる。また、アルカリゲネス　レータス　Ｂ－１６株細菌の産生する多糖類が高分子量多
糖類に低分子量多糖類が含まれていてもゲル組成物としての効果を妨げないため、低分子
量多糖類を除去することなく、Ｂ－１６株細菌の産生する多糖類を使用することができ、
伸縮性の優れたゲル組成物を得ることができ、より好適である。
　天然多糖類と、多価アルコールと、水を含有する混合物を加熱したため、より強い水素
結合を形成することができ、ゲル組成物の伸縮性、引張強度、弾力性を強くすることがで
きるとともに、長時間にわたり安定性の高いゲル組成物を得ることができる。
 
【０００９】
　請求項２の本発明は、構成単糖に少なくともウロン酸およびデオキシ糖を含む天然多糖
類と、多価アルコールと、水を含有する混合物を加熱した伸縮性を有するゲル組成物であ
る。
　請求項２の本発明では、上記天然多糖類と、多価アルコールと、水を含有する混合物を
加熱したため、より強い水素結合を形成することができ、ゲル組成物の伸縮性、引張強度
、弾力性を強くすることができるとともに、長時間にわたり安定性の高いゲル組成物を得
ることができる。
【００１０】
　請求項２の本発明は、ゲル組成物が多価アルコールと水の重量比が、１：０．０５～１
：２０であり、かつ多価アルコールと水の合計量１００重量部に対して天然多糖類が０．
０１重量部～１０重量部を含有する伸縮性を有するゲル組成物である。
　請求項２の本発明では、多価アルコールと水の重量比が、１：０．０５～１：２０とし
たため、引張強度が強く、伸縮性に富んだゲル組成物を得ることができる。１：０．０５
～１：２０の範囲外では、ゲル組成物に伸縮性を与えることができないためである。多価
アルコールと水の合計量１００重量部に対して天然多糖類が０．０１重量部～１０重量部
としたため、適切な弾力性を有するゲル組成物を得ることができる。０．０１重量部以下
では、ゲル化しないし、１０重量部以上では多価アルコールと水の混合物に溶解しないた
めである。
 
【００１５】
　請求項３の本発明は、多価アルコールが、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン
、１，３－ブチレングリコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチ
レングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ソルビトール、ペン
チレングリコールの中から選ばれた伸縮性を有するゲル組成物である。
　請求項３の本発明では、上記の多価アルコールを使用するため、水の分子と共同して天
然多糖類の高分子を強く架橋することができ、ゲル組成物の伸縮性と引張強度を強くする
ことができる。
 
【００１６】
　請求項４の本発明は、ゲル組成物は、室温における伸び率が５０％以上であり、かつ、
引張応力が０．１ｋｇ／ｃｍ２以上である伸縮性を有するゲル組成物である。
　請求項４の本発明では、ゲル組成物は、室温における伸び率が５０％以上であるため、
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伸縮性に富んでおり、化粧品や医薬品に使用した場合に、顔や関節の動きに的確に追従す
ることができる。また、引張応力が０．１ｋｇ／ｃｍ２以上であるため、シート状に使用
して、伸びたり引っ張られても、強度が充分であり、破れることがない。
 
【００１７】
　請求項５の本発明は、ゲル組成物は、相対湿度３３％、温度２０℃で２４時間静置後の
保水率が５０％以上である伸縮性を有するゲル組成物である。
　保水率が５０％以上であるため、化粧品や医薬品として皮膚に直接使用した場合に、し
っとり感が長時間維持でき、好ましい。
 
【００１８】
　請求項６の本発明は、少なくともグルコース、フコース、グルクロン酸、ラムノースを
構成単糖とする酸性多糖類を含有し、アルカリゲネス
レータス Ｂ－１６株細菌の産生する天然多糖類と、多価アルコールと、水を混合した後
に、混合物を加熱する伸縮性を有するゲル組成物の製造方法である。
　請求項６の本発明では、上記天然多糖類と多価アルコールと、水を混合した後に、加熱
することにより、簡単な操作で、ゲル組成物の伸縮性、引張強度、弾力性を強くすること
ができるとともに、長時間の安定性の高いゲル組成物を得ることができる。
　微生物の産生多糖類である天然多糖類を使用するため、微生物の培養で容易に得ること
ができ、水と多価アルコールを混合することも容易であり、安全性も高いゲル組成物を得
ることのできる
　天然多糖類が少なくともグルコース、フコース、グルクロン酸、ラムノースを構成単糖
とする天然多糖類であるため、多価アルコールと水の混合物に溶解し易いとともに、多価
アルコールと水に対してその高分子が架橋反応しやすいため、この混合物を加熱すること
により、簡単な操作で伸縮性と弾力性に富んだゲル組成物を得ることができる。
　アルカリゲネス レータス Ｂ－１６株細菌の産生する多糖類を使用するため、この多糖
類は、グルコース、グルクロン酸、ラムノースからなる繰返し構造の主鎖中にある１つの
グルコースに、１つのフコースが分岐した構造を有する多糖類であり、その分子量は１０
９程度の高分子成分を含んでいるため、多価アルコールと水によりその多糖類の高分子が
架橋反応して、伸縮性と弾力性に富んだゲル組成物を得ることができる。また、高分子量
多糖類に低分子量多糖類が含まれていてもゲル組成物としての効果を妨げないため、低分
子量多糖類を除去することなく、Ｂ－１６多糖類を使用することができ、製造も容易であ
り、より好適である。
 
【００１９】
　請求項７の本発明は、多価アルコールと水の重量比が、１：０．０５～１：２０であり
、かつ多価アルコールと水の合計量１００重量部に対して天然多糖類が０．０１重量部～
１０重量部を混合した後に、混合物を加熱する伸縮性を有するゲル組成物の製造方法であ
る。
　請求項７の本発明では、多価アルコールと水の重量比が、１：０．０５～１：２０とし
、多価アルコールと水の合計量１００重量部に対して天然多糖類が０．０１重量部～１０
重量部とし、適切な割合に水と多価アルコールを混合することにより、伸縮性に富んだゲ
ル組成物を製造できるとともに、この混合物を加熱することにより、簡単な操作で、容易
に、適切な弾力性を有するゲル組成物を製造することができる。
 
【００２４】
　請求項８の本発明は、多価アルコールが、グリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン
、１，３－ブチレングリコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチ
レングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ソルビトール、ペン
チレングリコールの中から選ばれた伸縮性を有するゲル組成物の製造方法である。
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　請求項８の本発明では、上記の多価アルコールを使用するため、水の分子と共同して天
然多糖類の高分子を強く架橋することができ、ゲル組成物の伸縮性と引張強度を強くする
ことができる製造方法である
 
【発明の効果】
【００２５】
　本発明のゲル組成物とその製造方法において、少なくともグルコース、フコース、グル
クロン酸、ラムノースを構成単糖とする酸性多糖類を含有し、アルカリゲネス
レータス Ｂ－１６株細菌の産生する天然多糖類と、多価アルコールと、水を含有する混
合物を加熱したことにより、簡単な操作で、製造が容易で、安全性が高く、伸縮性の大き
な、化粧料および医薬品の基材として利用することができるゲル組成物が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下に本発明の実施の形態を詳細に説明する。
　本発明は、構成単糖に少なくともウロン酸およびデオキシ糖を含む天然多糖類と、多価
アルコールと、水を含有する伸縮性を有するゲル組成物とその製造方法である。
　本発明の伸縮性ゲルに使用されるその構成単糖に少なくともウロン酸およびデオキシ糖
を含む天然多糖類（以下、「（Ａ）成分」とする）は、多糖類を構成する単糖にウロン酸
およびデオキシ糖が含まれている多糖類である。本発明のウロン酸は、グルクロン酸、ガ
ラクツロン酸、マンヌロン酸、イズロン酸、グロン酸等があるが、グルクロン酸が特に望
ましく、多糖類全体に対して、その構成割合は重量比で１～５０重量％（以下、「重量％
」を「％」とする。）であり、好ましくは５～４０％、より好ましくは１０～３０％であ
る。１％以下では、ウロン酸の酸性基による親水性が弱く、また５０％以上であると酸性
基による親水性が強すぎることになり、本発明の効果が十分に得られない。
【００２７】
　本発明のデオキシ糖は、フコース、ラムノース、２－デオキシ－リボース、２－デオキ
シ－ヘキソース等があるが、ラムノースが特に望ましく、その構成割合は多糖類全体に対
して、重量比で１～５０％であり、好ましくは５～４０％、より好ましくは１０～３０％
である。１％以下では、デオキシ糖の疎水基としての効果がなく、また５０％以上である
と疎水基としての効果が強すぎることになり、本発明の効果が十分に得られない。
【００２８】
　このような天然多糖類として、具体的には次のものがある。植物性多糖類である構成単
糖が、ガラクトース、アラビノース、ラムノース、グルコン酸である、アラビアガムであ
る。また、構成単糖がフコース、キシロース、グルクロン酸のタラガントガムである。さ
らに、構成単糖が、ガラクツロン酸、ラムノース、ガラクトース、グルクロン酸のカラヤ
ガムである。さらに、微生物産生多糖類である、構成単糖が、グルコース、グルクロン酸
、ラムノースであるジェランガムである。さらに、構成単糖が、ガラクトース、ガラクツ
ロン酸、フコースであるフコゲルである。さらに、構成単糖が、グルコース、グルクロン
酸、マンノース、ラムノースであるウエランガムである。さらに構成単糖が、グルコース
、グルクロン酸、マンノース、ラムノースであるラムザンガムである。さらに構成単糖が
、グルコース、グルクロン酸、マンノース、ラムノースであるダイユータンガム（Ｋ０Ｃ
６１７）である。
【００２９】
　また少なくともフコース、グルコース、グルクロン酸、ラムノースを構成単糖として含
む多糖類等がある。当該多糖類は、下記化学式１に示されるようなグルコース、グルクロ
ン酸、ラムノースからなる繰返し構造の主鎖からなり、主鎖中の１つのグルコースに１つ
のフコースが分岐した構造を有する多糖類である。
　該多糖類は、微生物の産生多糖類として得られるもので、例えば、アルカリゲネス　レ
ータスＢ－１６株細菌（ＦＥＲＭ　ＢＰ－２０１５号）の産生物として得ることができる
。
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【００３０】
【化１】

　
【００３１】
　アルカリゲネス　レータスＢ－１６株細菌の場合、次のように製造される。アルカリゲ
ネス　レータスＢ－１６株細菌は、通常の微生物の培養方法で培養される。例えば、炭素
源にフラクトース、グルコース、シュークロースなどの単糖類と、ヘミセルロース、デン
プン、コーンスターチなどの天然高分子、オリーブ油脂などの油類を使用し、窒素源に尿
素、塩化アンモニウム、硝酸アンモニウム、硫酸アンモニウムなどの無機態窒素源、トリ
プトン、酵母エキス、肉エキス、ペプトン、麦芽エキスなどの有機態窒素源を使用し、そ
の他リン酸カリウム、硫酸マグネシウム、塩化ナトリウムなどの無機塩類を加えた培地を
用いて、初発ｐＨが４～１０、培養温度が１５～４０℃で通気攪拌液体培養を３～１０日
間行なう。培養後、該培養液に約２倍量（容量）以上のアセトン、エタノール、イソプロ
ピルアルコールなどの有機溶媒を入れ、培養産生物を不溶性の凝集物として回収する。
【００３２】
　アルカリゲネス　レータスＢ－１６株細菌の生産する多糖類（以下、「Ｂ－１６多糖類
」とする。）には、少なくとも２種の多糖類が含まれていることが確かめられており、一
つは前記化学式１に示すようなグルコース、グルクロン酸、ラムノースからなる繰返し構
造の主鎖中にある１つのグルコースに、１つのフコースが分岐した構造を有する多糖類で
あり、その分子量は１０９程度の高分子成分である〔１９９８年度日本農芸化学会大会要
旨集、３７１頁参照〕。他の一つは、実質的にフコースとマンノースを構成単糖とする構
造の繰り返しの多糖類であり、分子量が１０３～１０７の低分子成分である〔Ｙ．Ｎｏｈ
ａｔａ，Ｊ．Ａｚｕｍａ，Ｒ．Ｋｕｒａｎｅ，Ｃａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅ　Ｒｅｓｅａｒ
ｃｈ　２９３，（１９９６）２１３～２２２参照〕。
【００３３】
　このＢ－１６多糖類は、アルカシーラン〔商標、ＩＮＣＩｎａｍｅ：Ａｌｃａｌｉｇｅ
ｎｅｓ　Ｐｏｌｙｓａｃｃｈａｒｉｄｅｓ、伯東（株）製〕として市販されている。この
培養産生物は少なくとも前述の高分子成分と低分子成分の２種類の多糖類からなっており
、化学式１で示される高分子量多糖類に低分子量多糖類が含まれていてもゲル組成物とし
ての効果を妨げないため、低分子量多糖類を除去することなく、Ｂ－１６多糖類を使用す
ることができ、製造も容易であり、より好適である。
【００３４】
本発明の伸縮性ゲル製造に使用される多価アルコール（以下、「（Ｂ）成分」とする）と
しては、炭素数２～３０の飽和あるいは不飽和、直鎖あるいは分岐鎖の多価アルコールが
用いられる。具体的には、エチレングリコール、プロピレングリコール、トリメチレング
リコール、１，２－ブチレングリコール、１，３－ブチレングリコール、テトラメチレン
グコール、２，３－ブチレングリコール、ペンタメチレングリコール、２－ブテン－１，
４－ジオール、ヘキシレングリコール、オクチレングリコール等の２価のアルコール、グ
リセリン、トリメチロールプロパン、１，２，６－ヘキサントリオール等の３価のアルコ
ール、ペンタエリスリトール等の４価アルコール、キシリトール等の５価アルコール、ソ
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ルビトール、マンニトール等の６価アルコール、ジエチレングリコール、ジプロピレング
リール、トリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、テトラエチレングリコー
ル、ジグリセリン、ポリエチレングリコール、トリグリセリン、テトラグリセリン、ポリ
グリセリン等の多価アルコール重合体、キミルアルコール、セラキルアルコール、バチル
アルコール等のグリセリンモノアルキルエーテル、デキストリン、トレハロース、ソルビ
トール、マルチトール、マルトトリオース、マンニトール、ショ糖、エリスリトール、グ
ルコース、フルクトース、デンプン分解糖、マルトース、キシリトース、デンプン分解糖
還元アルコール等の糖アルコール、グアヤコール－α（β）－Ｄ－グルコシド、コウジ酸
グルコシド、エリソルビン酸グルコシド、ドデシルグルコシド、ポリオキシエチレンメチ
ルグルコシド（ＥＯ１０以上）、α（β）－メチルグルコシド、フェニルエチル－α（β
）－Ｄ－グルコシド、Ｌ－アルギニングルコシド、Ｌ－アスコルビン酸－２－グルコシド
、グタヤコール－α（β）－Ｄ－グルコシド、メチルグルコシドモノオクチルエステル、
オクチルグルコシド、ヒドロキシフェニル－α（β）－Ｄ－グルコシド、４－ハイドロフ
ェニルーα（β）－グルコピラノシド、エチルグルコシド、プロピルグルコシド、イソプ
ロピルグルコシド、アルキル（３－８）グルコシド、ｄｌ－α（β、γ）－トコフェリル
グルコシド、メチルグルコシドモノオクチルエステル、カテキン－α（β）－グルコシド
、ピリドキシン－４’，５’－α（β）－ジグルコシド、ピリドキシン－α（β）－マル
トオリゴシド、ヒノキチオール－Ｄ－グルコシド、ハイドロキノン－α（β）－Ｄ－グル
コシド、Ｌ－アスコルビン酸－２－グルコシドマグネシウム、Ｌ－アスコルビン酸－２－
グルコシドナトリウム、フェニルエチル－α（β）－Ｄ－グルコシド、フェニルブタン－
２－オン－グルコシド、ラズベリーケトングルコシド、フラボノール配糖体、イソフラボ
ン配糖体、サルチルサン配糖体、アントシアニン配糖体、クマリン配糖体等のグルコシド
化合物などがある。
【００３５】
　また、多価アルコールのエチレンオキシドやプロピレンオキシドの付加物、例えばトリ
ポリオキシプロピレングリセリンエーテル、ポリオキシエチレン（ＰＯＥ）グリセリンエ
ーテル、ポリオキシプロピレン（ＰＯＰ）グリセリンエーテル、ＰＯＰ・ＰＯＥペンタエ
リスリトールエーテル等が挙げられる。これらの１種あるいは２種以上を組み合わせて用
いることもできる。その中でも、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、エチレング
リコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、
プロピレングリコール、ジプロピレングリコーが好適である。
　多価アルコールの配合量は、混合物全体の１～５０％であり、好ましくは２～４０％、
より好ましくは３～５０％である。この配合量によって、組成物の高い伸縮性と強い弾力
性が得られる。
【００３６】
　本発明の伸縮性ゲルで使用する水（以下、「（Ｃ）成分」とする）は、特に限定される
ものではなく、水、蒸留水、イオン交換水、精製水、温泉水、深層水等があり、これらの
１種以上が用いられる。水の配合量は、さらに多価アルコールと水の配合比率は、通常、
多価アルコール：水＝１：０．０５～１：２０、好ましくは１：０．１～１：１０、より
好ましくは１：０．５～１：２である。多価アルコールと水の配合比率がこの範囲外では
、（Ａ）成分と（Ｂ）成分と（Ｃ）成分により得られるゲル状物の強度が十分では無く、
本発明の伸縮性ゲルの効果が得られない場合があり、好ましくない。
【００３７】
　（Ａ）成分の配合量は、（Ｂ）成分と（Ｃ）成分の合計量を１００重量部とすると、０
．０１～１０重量部であり、好ましくは０．０５～７重量部、より好ましくは０．１～５
重量部である。（Ａ）成分の配合量が、（Ｂ）成分と（Ｃ）成分の合計量の０．０１重量
部未満では本発明の大きな伸縮性を有するゲルが得られないことがあり、また１０重量部
を超えて配合しても（Ａ）成分の配合量の増加に見合う伸縮性が向上したゲルが得られな
い場合があり好ましくない。
　（Ａ）成分と（Ｂ）成分と（Ｃ）成分の均一混合分散物は熱を加えることにより、伸縮
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性のゲルとなる。このゲル状物は特異的で、引っ張るとゴム様に、１．５倍以上の長さに
伸び、離すと元の大きさに戻る。また、本発明のゲルは保水性が高く、含有する水分の揮
発（蒸発）は非常に遅く、時間を経ても表面の乾燥、硬化が無く、潤いのある感触が維持
される。
【００３８】
　加熱方法は、特に限定されるものではないが、含水率を５～９５重量部の範囲に保ちな
がら加熱することが望ましい。この時の条件として、温度は４０℃～１４０℃好ましくは
８０℃～１２０℃の高温に５分間以上、好ましくは１０分間以上、より好ましくは１時間
以上保つのが好適である。尚、加熱時間の上限は特に限定されないが、通常１５時間以下
である。１５時間を越えて加熱処理しても効果の向上は特に認められず、むしろ天然多糖
類脂の劣化を招く場合が有る。
　加熱手段は特に制限されず、典型的な加熱方法として、密閉状態で加熱する方法や、開
放系で伝導加熱する方法や、蒸気を噴霧して加熱する方法が例示される。
　密閉状態で加熱する為に使用できる装置は、例えば、オートクレーブ、（耐圧の）溝型
撹拌加熱器、（耐圧の）回転加熱器、（耐圧の）円盤加熱器、（耐圧の）流動層加熱器、
（耐圧の）気流加熱器、（耐圧の）赤外線加熱器、（耐圧の）熱風加熱器、（耐圧の）マ
イクロ波加熱器等が挙げられる。
【００３９】
　本発明の　天然多糖類である（Ａ）成分は、（Ｃ）成分である水に溶解させると、水に
分散あるいは溶解し、粘性の溶液となる。その時、水は自由水として天然多糖類の分子の
周辺に存在しており、天然多糖類は、自由にその形が変化する。この状態は単なる増粘液
に過ぎない。これを伸縮性のゲルにするには、天然ゴムのようにポリマー同士を架橋させ
る必要がある。本発明の場合においては、天然多糖類と天然多糖類との間、あるいは一本
の天然多糖類の中において、架橋する必要がある。一般的には、架橋剤を用いて天然多糖
類の一部の部位と部位の分子間を化学反応を行い共有結合により架橋する。しかしこのよ
うな化学反応を行った物はもはや純粋な天然物ではなく、背景技術で述べたように、残留
架橋剤による皮膚刺激性等の問題が生じる。
【００４０】
　本発明者は、安全性が確立している多価アルコールと水による物理的作用である水素結
合を利用して、天然多糖類の一部の部位と部位の分子間を架橋する方法を見出した。すな
わち、その構成単糖に少なくともウロン酸およびデオキシ糖を含む、特定の多糖類成分と
、多価アルコール成分とを水の均一混合分散物を加熱するとで、多糖類の一部の部位と部
位の分子間を、水および多価アルコールの分子を介して、通常より非常に強い水素結合で
架橋すると判断されるため、伸縮性と引張強度の高いゲル組成物を得る方法を見出し本発
明に至った。
【００４１】
　本発明の特定の多糖類は、その構成単糖に少なくともウロン酸およびデオキシ糖を含む
、天然多糖類である必要がある。ウロン酸は、その第６位がカルボキシル基であり、水酸
基より強い水素結合を形成する親水基である。一方デオキシ糖の第６位はメチル基であり
、水素結合を形成しない。従って、構成単糖に少なくともウロン酸およびデオキシ糖を含
む天然多糖類は、その親水基が偏っている部分に水および多価アルコールに強く引張られ
る。一方、疎水基が偏っている部分は、水および多価アルコールから離れようとする力が
働くために、この天然多糖類は、その親水基が偏っている部分を中心に湾曲すると考えら
れる。この湾曲がバネになり、酸性多糖全体に伸縮性がもたらされる。
【００４２】
　構成単糖に少なくともウロン酸およびデオキシ糖を含む天然多糖類と水および多価アル
コールを混合しただけでもこの伸縮性を有するゲル組成物は生じる。さらに、この混合液
を加熱することにより、天然多糖類、水および多価アルコールが熱により極めて移動しや
すくなることで、親水基を中心に、水および多価アルコールは強い水素結合する部分と、
疎水基が偏っている部分が、液晶状に並ぶ現象が生じると判断され、全体の伸縮性がさら
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に強化されることで本発明の伸縮性のゲル組成物が形成する。
【００４３】
　本発明のゲル組成物は、必要に応じて、上記必須成分に加えて、化粧料および医薬品の
ゲル基材で一般に使用される他の成分および各種添加剤を適宜配合することができる。
　例えば、通常の化粧料や医薬品のゲル化剤で配合されている成分としては、油性剤、乳
化・分散用の界面活性剤、染料および顔料等の色材があり、さらに適宜、保湿剤、収れん
剤、美白剤、紫外線防止剤、抗炎症（消炎）剤、皮膚（細胞）賦活化剤、抗菌剤、酸化防
止剤、香料、水溶性高分子等の増粘剤、金属イオン封鎖剤のキレート剤、ｐＨ調整剤等が
、本発明の効果を損なわない範囲で配合される。
　具体的に油性剤としては、常温で液体および固体の油脂類、ロウ類、エステル油類、炭
化水素類剤、染料および顔料等の色材があり、さらに適宜、シリコーンオイル類、低級ア
ルコール類、ステロール類がある。
　液体油脂としては、アマニ油、ツバキ油、マカデミアナッツ油、トウモロコシ油、ミン
ク油、オリーブ油、アボガド油、サザンカ油、ヒマシ油、サフラワー油、キョウニン油、
シナモン油、ホホバ油、ブドウ油、ヒマワリ油、アーモンド油、ナタネ油、ゴマ油、小麦
胚芽油、米胚芽油、米ヌカ油、綿実油、大豆油、落花生油、茶実油、月見草油、卵黄油、
牛脚脂、肝油、トリグリセリン、トリオクタン酸グリセリン、トリイソパルミチン酸グリ
セリン等がある。
【００４４】
　液体または固体の油脂としては、ヤシ油、パーム油、パーム核油等があり、固体油脂と
しては、カカオ脂、牛脂、羊脂、豚脂、馬脂、硬化油、硬化ヒマシ油、モクロウ、シアバ
ター等がある。
　ロウ類としては、ミツロウ、キャンデリラロウ、綿ロウ、カルナウバロウ、ベイベリー
ロウ、イボタロウ、鯨ロウ、モンタンロウ、ヌカロウ、ラノリン、還元ラノリン、硬質ラ
ノリン、カポックロウ、サトウキビロウ、ホホバロウ、セラックロウ等がある。
【００４５】
　エステル油としては、オクタン酸セチル等のオクタン酸エステル、トリ－２－エチルヘ
キサエン酸グリセリン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペンタエリスリット等のイソオク
タン酸エステル、ラウリン酸ヘキシル等のラウリン酸エステル、ミリスチン酸イソプロピ
ル、ミリスチン酸オクチルドデシル等のミリスチン酸エステル、パルミチン酸オクチル等
のパルミチン酸エステル、ステアリン酸イソセチル等のステアリン酸エステル、イソステ
アリン酸イソプロピル等のイソステアリン酸エステル、イソパルミチン酸オクチル等のイ
ソパルミチン酸エステル、オレイン酸イソデシル等のオレイン酸エステル、アジピン酸ジ
イソプロピル等のアジピン酸ジエステル、セバシン酸ジエチル等のセバシン酸ジエステル
、リンゴ酸ジイソステアリル等がある。
【００４６】
　炭化水素油としては、流動パラフィン、オゾケライト、スクワラン、スクワレン、プリ
スタン、パラフィン、イソパラフィン、セレシン、ワセリン、マイクロクリスタリンワッ
クス等がある。これらの油成分の配合量は０．１～８０％（対全量）、好ましくは０．５
～５０％である。
【００４７】
　シリコーンオイルとしては、ジメチルポリシロキサン、エチルメチルポリシロキサン、
ジエチルポリシロキサン、メチルハイドロジェンポリシロキサン、メチルフェニルポリシ
ロキサン、ジメチルシロキサン－メチル（ポリオキシエチレン）シロキサン共重合体、ジ
メチルシロキサン－メチル（ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレン）シロキサン共
重合体などのようなポリエーテル変性オルガノポリシロキサン、ジメチルシロキサン－ア
ルコキシ（炭素数４～１２）メチルシロキサン共重合体、オクタメチルシクロテトラシロ
キサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサンなど
のような環状ジメチルポリシロキサン、フルオロメチルシロキサン・ジメチルシロキサン
共重合体などのフッ素変性オルガノポリシロキサン、フルオロメチルシロキサン・ポリオ
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キシエチレンメチルシロキサン共重合体やフルオロメチルメチルシロキサン・ポリオキシ
エチレンポリオキシプロピレンメチルシロキサン共重合体などのフルオロアルキル・ポリ
オキシアルキレン変性オルガノポリシロキサン、末端に水酸基を導入したジメチルポリシ
ロキサン変性物や側鎖に部分的に水酸基を導入したヒドロキシメチルシロキサン・ジメチ
ルポリシロキサン共重合体等の末端あるいは側鎖変性オルガノポリシロキサン、側鎖にジ
アルキルアミノアルキル基を持つジメチルアミノブチルメチルシロキサン・ジメチルシロ
キサン重合体などの変性アミノオルガノポリシロキサンがあげられる。
　これらのシリコーンオイルを化粧料組成物に用いるには、通常、当該シリコーンオイル
の粘度が１００，０００（ｍＰａ・ｓ：２５℃）以下のものが選ばれ、その配合量は０．
１～８０％（対全量）、好ましくは０．５～５０％である。
【００４８】
　低級アルコールとしては、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール
等がある。
　ステロールとしては、コレステロール、シトステロール、フィトステロール、ラノステ
ロール等がある。
【００４９】
　界面活性剤としては、非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面
活性剤、両性界面活性剤がある。
　非イオン性界面活性剤としては、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル類、ポリオキ
シアルキレンアルキルフェニルエーテル類、ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル類、ポ
リオキシアルキレンソルビタン脂肪酸エステル類、ソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオ
キシアルキレングリセリン脂肪酸エステル類、グリセリン脂肪酸エステル類、ポリグリセ
リン脂肪酸エステル類、ポリオキシアルキレン硬化ヒマシ油類、ショ糖脂肪酸エステル類
、ポリオキシアルキレンアルキルアミン類、エチレンオキシド・プロピレンオキシドブロ
ック共重合体類などがあげられる。
【００５０】
　上記非イオン性界面活性剤におけるポリオキシアルキレンは、ポリオキシエチレン（以
下、「ＰＯＥ」とする）、ポリオキシプロピレン（以下、「ＰＯＰ」とする）、ポリオキ
シブチレン（以下、「ＰＯＢ」とする）の１種以上からなるものであり、ＰＯＥ、ＰＯＰ
、ＰＯＢの重合モル数は目的とする界面活性剤の乳化特性により適宜、決定されるもので
あるが、通常、３～２００である。また、ＰＯＥ、ＰＯＰ、ＰＯＢの重合モル比も目的と
する界面活性剤の乳化特性により適宜、決定される。好ましくは、ポリオキシアルキレン
がＰＯＥとＰＯＰからなり、ＰＯＥが２５モル％以上を占めるものである。
【００５１】
　炭素数２～４のポリオキシアルキレンアルキルエーテル類は、炭素数８～３０の直鎖あ
るいは分岐、飽和あるいは不飽和のアルコールにポリアルキレンオキシドを付加したもの
である。具体的には、ＰＯＥ（３モル）オクチルエーテル、ＰＯＥ（５モル）ドデシルエ
ーテル、ＰＯＥ（１０モル）オレイルエーテル、ＰＯＥ（１５モル）ステアリルエーテル
、ＰＯＥ（２０モル）ベヘニルエーテル、ＰＯＥ（１０モル）ＰＯＰ（１０モル）デシル
エーテル、ＰＯＥ（１５モル）ＰＯＰ（２モル）イソステリルエーテル、ＰＯＥ（１０モ
ル）コレスタノールエーテル、ＰＯＥ（１０モル）ＰＯＰ（２モル）水添ラノリン類等が
ある。
　ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテル類は、炭素数１～２２の直鎖あるいは
分岐のアルキルフェノール、アルケニルフェノールにポリアルキレンオキシドを付加した
ものであり、具体的にはポリオキシエチレン（３モル）メチルフェニルエーテル、ＰＯＥ
（５モル）オクチルフェニルエーテル、ＰＯＥ（１０モル）ノニルフェニルエーテル、Ｐ
ＯＥ（１５モル）ドデシルフェニルエーテル等がある。
【００５２】
　ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル類は、炭素数８～２２の直鎖あるいは分岐の飽和
脂肪酸又は不飽和脂肪酸にポリアルキレンオキシドを付加したものであり、具体的にはＰ
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ＯＥ（３モル）オクタン酸エステル、ＰＯＥ（５モル）デカン酸エステル、ＰＯＥ（１０
モル）ドデカン酸エステル、ＰＯＥ（１５モル）ステアリン酸エステル、ＰＯＥ（２０モ
ル）ベヘニル酸エステル、ＰＯＥ（１５モル）イソステアリン酸エステル、ＰＯＥ（１５
モル）ＰＯＰ（５モル）オレイン酸エステル等がある。
【００５３】
　ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類は、ソルビトールと炭素数８～２２の
直鎖あるいは分岐の飽和脂肪酸又は不飽和脂肪酸とポリアルキレンオキシドを付加したも
のであり、具体的にはＰＯＥ（５モル）ソルビタンモノラウレート、ＰＯＥ（２０モル）
ソルビタントリラウレート、ＰＯＥ（２０モル）ソルビタンモノステアレート、ＰＯＥ（
２０モル）ソルビタンセスキステアレート、ＰＯＥ（２０モル）ソルビタントリステアレ
ート、ＰＯＥ（２０モル）ソルビタンモノオレエート等がある。
【００５４】
　ソルビタン脂肪酸エステル類は、ソルビトールと炭素数８～２２の直鎖あるいは分岐の
飽和脂肪酸又は不飽和脂肪酸とのエステルであり、具体的にはソルビタンモノラウレート
、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノイソステ
アレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタンセスキオレエート、ソルビタントリオ
レエート、ペンタ－２－エルチヘキシル酸ジグリセロールソルビタン、テトラ－２－エチ
ルヘキシル酸ジグリセロールソルビタン等がある。
【００５５】
　ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル類は、グリセリンと炭素数８～２２の直
鎖あるいは分岐の飽和脂肪酸又は不飽和脂肪酸およびポリアルキレンオキシドの付加エス
テルである。具体的には、ＰＯＥ（５モル）グリセリンモノラウリレート、ＰＯＥ（１０
モル）グリセリンモノステアレート、ＰＯＥ（１５モル）グリセリンジステアレート、Ｐ
ＯＥ（２０モル）ＰＯＰ（５モル）グリセリンジオレエート等がある。
【００５６】
　グリセリン脂肪酸エステル類は、グリセリンと炭素数８～２２の直鎖あるいは分岐の飽
和脂肪酸又は不飽和脂肪酸のエステルであり、具体的にはモノラウリン酸グリセリン、セ
スキラウリン酸グリセリン、トリラウリン酸グリセリン、モノステアリン酸グリセリン、
セスキステアリン酸グリセリン、トリステアリン酸グリセリン、モノオレイン酸グリセリ
ン、セスキオレイン酸グリセリン、トリオレイン酸グリセリン、モノ綿実油脂肪酸グリセ
リン、モノエルカ酸グリセリン、α、α’－オレイン酸ピログルタミン酸グリセリン、炭
素数８～１２の飽和脂肪酸混合物とグリセリンのエステル、ステアリン酸とリンゴ酸とグ
リセリンのエステル等がある。
【００５７】
　ポリグリセリン脂肪酸エステル類としては、縮合ヒドロキシステアリン酸ポリグリセリ
ンエステル、縮合リシノレイン酸ポリグリセリンエステル等があり、ポリオキシエチレン
硬化ヒマシ油類としては、ＰＯＥ（１０モル）ヒマシ油、ＰＯＥ（１５モル）硬化ヒマシ
油、ＰＯＥ（１５モル）硬化ヒマシ油モノイソステアレート、ＰＯＥ（２０モル）硬化ヒ
マシ油トリイソステアレート、ＰＯＥ（２０モル）硬化ヒマシ油モノピログルタミン酸モ
ノイソステアリン酸ジエステル、ＰＯＥ（２０モル）硬化ヒマシ油マレイン酸等がある。
　ショ糖脂肪酸エステル類は、ショ糖と炭素数８～２２の直鎖あるいは分岐の飽和脂肪酸
又は不飽和脂肪酸のエステルであり、具体的にはショ糖べへニン酸エステル、ショ糖ステ
アリン酸エステル、ショ糖パルミチン酸エステル、ショ糖ミリスチン酸エステル、ショ糖
ラウリン酸エステル、ショ糖エルカ酸エステル、ショ糖オレイン酸エステル等がある。
【００５８】
　ポリオキシアルキレンアルキルアミン類は、炭素数３～２２の１級ないし２級アミンと
ポリアルキレンオキシドを付加したものであり、具体的にはＰＯＥ（５モル）ジドデシル
アミン、ジＰＯＥ（１０）ＰＯＰ（３）ドデシルアミン、ＰＯＥ（１０モル）ジステアリ
ルアミン、ジＰＯＥ（１０モル）ステアリルアミン、ジＰＯＥ（１５モル）オレイルアミ
ン、ジＰＯＥ（１７モル）ベヘニルアミン等がある。
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　エチレンオキシド・プロピレンオキシド共重合体類は、エチレンオキシドとプロピレン
オキシドをモル比で１：９～９：１の範囲で、分子量約５００～５０，０００として重合
して得られた共重合体である。
【００５９】
　また、アニオン性界面活性剤としては、脂肪酸塩類、アルキル硫酸塩類及びアルケニル
硫酸塩類、アルキルフェニル硫酸塩類及びアルケニルフェニル硫酸塩類、アルキルフェニ
ルポリオキシアルキレンエーテル硫酸塩類及びアルキルフェニルポリオキシアルキレンエ
ーテル硫酸塩類、（ジ）アルキルスルホコハク酸塩類、Ｎ－アシルアミノ酸塩類（アシル
－Ｎ－メチルタウリン類）、アルキルベンゼンスルホン酸塩類、アルキルナフタレンスル
ホン酸塩類、ナフタレンスルホン酸塩のホルマリン重縮合物類等が挙げられる。金属塩は
ナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩が好ましい。
【００６０】
　脂肪酸塩類は、炭素数８～３０で直鎖あるいは分岐鎖、更には飽和あるいは不飽和の脂
肪酸の金属塩類であり、具体的にはオクチル酸ナトリウム、デカン酸ナトリウム、ドデカ
ン酸ナトリウム、テトラデカン酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、イソステアリン
酸ナトリウム、オレイン酸ナトリウム、リノレン酸ナトリウム、エデト酸ナトリウム等が
ある。
【００６１】
　アルキル硫酸塩類及びアルケニル硫酸塩類は、炭素数８～３０で直鎖あるいは分岐鎖、
更には飽和あるいは不飽和のアルキル硫酸塩類、アルケニル硫酸塩類であり、具体的には
オクチル硫酸ナトリウム、デシル硫酸ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウム、ヤシアルキ
ル硫酸ナトリウム、ステアリル硫酸ナトリウム、イソステアリル硫酸カリウム、オレイル
硫酸アンモニウム、ベヘニル硫酸アンモニウム等がある。
【００６２】
　アルキルフェニルポリオキシアルキレンエーテル硫酸塩類及びアルキルフェニルポリオ
キシアルキレンエーテル硫酸塩類は、炭素数１～２２で直鎖あるいは分岐鎖のアルキル基
あるいはアルケニル基を持ったフェニル基と炭素数２～４のポリオキシアルキレングリコ
ールの付加物との硫酸エステル塩類である。具体的には、トシルＰＯＥ（３モル）硫酸ナ
トリウム、オクチルフェニルＰＯＥ（５モル）硫酸ナトリウム、ノニルフェニルＰＯＥ（
１０モル）硫酸カリウム、デシルフェニルＰＯＥ（１０モル）硫酸ナトリウム、オクタデ
シルフェニルＰＯＥ（１５モル）硫酸カリウム、オクタデセニルフェニルＰＯＥ（１５モ
ル）硫酸カリウム、イソオクタデシルフェニルＰＯＥ（１５モル）ＰＯＰ（５モル）硫酸
カリウム等がある。
【００６３】
　（ジ）アルキルスルホコハク酸塩類としては、ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム、
ジー２－エチルヘキシルスルホコハク酸ナトリウム、モノラウロイルモノエタノールアミ
ドポリオキシエチレンスルホコハク酸ナトリウム、ラウリルポリプロピレングリコールス
ルホコハク酸ナトリウム等がある。
　Ｎ－アシルアミノ酸塩類は、アシル－Ｎ－メチルタウリン類であり、具体的にはラウロ
イルサルコシンナトリウム、Ｎ－ミリストイル－Ｎ－メチルタウリンナトリウム、ヤシ油
脂肪酸メチルタウリッドナトリウム、ラウリルメチルタウリッドナトリウム等の高級脂肪
酸アミドスルホン酸塩、Ｎ－ラウロイルグルタミン酸モノナトリウム、Ｎ－ステアロイル
グルタミン酸ジナトリウム、Ｎ－ミリストイル－Ｌ－グルタミン酸モノナトリウム等のＮ
－アシルグルタミン酸塩等がある。　アルキルベンゼンスルホン酸塩類としては、ドデシ
ルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホン酸カリウム、ドデシルベン
ゼンスルホン酸アンモニウム等がある。これらの１種あるいは２種以上を組み合わせて用
いることもできる。
【００６４】
　カチオン性界面活性剤としては、アミノ酸類、アルキルアミン塩類、４級アンモニウム
塩類、ピリジニウム塩類等が挙げられる。
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　アミノ酸類としては、卵黄あるいは大豆由来のレシチン、あるいはこれを水素添加した
水添レシチンや水酸化レシチン等のレシチン誘導体等がある。
　アルキルアミン塩類としては、炭素数３～２２の１級ないし２級アミンと炭素数１～２
２のカルボン酸の塩、無機鉱酸の塩であり、具体的にはドデシルアミン酢酸塩、ドデシル
アミン塩酸塩、ドデシルアミンステアリン酸塩、ジメチルアミンステアリン酸塩等がある
。
　４級アンモニウム塩類としては、炭素数３～２２の４級アミンと炭素数１～２２のカル
ボン酸の塩あるいは無機鉱酸の塩であり、具体的には塩化ステアリルトリメチルアンモニ
ウム、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム、
塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、臭化ヤシアルキル（炭素数１０～１４）イ
ソキノリニウム塩、塩化ドデシルイミダゾリウム塩等がある。
【００６５】
　ピリジニウム塩類としては、塩化ポリ（Ｎ，Ｎ－ジメチル－３，５－メチレンピペリジ
ニウム）、塩化セチルピリジニウム等がある。
　その他、カチオン性界面活性剤として、ドデシルジメチルアミンオキシド等のアミンオ
キシド類、アクリル酸β－Ｎ－Ｎジメチル－Ｎ－エチルアンモニオエチル酸ビニルピロリ
ドン共重合体等のカチオン性ポリマーなども使用できる。
【００６６】
　両性界面活性剤としてはベタイン類、ホスホベタイン類およびスルホベタイン類、グリ
シン系ベタイン類、イミダゾリウム系ベタイン類、アミンオキシド類等がある。具体的に
は、ベタイン類としてはドデシルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ステアリルジメチル酢酸
ベタイン、ドデカン酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン等があり、ホスホベタ
イン類としては２－（ジメチルドデシルアンモニオ）プロピオホスフェート、２－（ジメ
チルドデシルアンモニオ）－２－ヒドロキシプロピオホスフェート等があり、スルホベタ
イン類としてはドデシルジメチルエチルアンモニウムエトサルフェート等があり、グリシ
ン系ベタイン類としてはドデシルジ（アミノエチル）グリシン、イミダゾリウム系ベタイ
ン類としては２－ウンデシル－Ｎ，Ｎ，Ｎ－（ヒドロキシエチルカルボキシメチル）－２
－イミダゾリンナトリウム、２－ココイル－２－イミタゾリニウムヒドロキサイド－１－
カルボキシエチロキシ２ナトリウム塩、２－ヘプタデシル－Ｎ－カルボキシメチル－Ｎ－
ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン等がある。
【００６７】
　これらの中で好ましくは、界面活性剤であるショ糖脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸
エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、レシチンおよびその誘導体でありより好まし
くはショ糖ステアリン酸エステル、ショ糖パルミチン酸エステル、ショ糖ミリスチン酸エ
ステル、ショ糖ラウリン酸エステル、ショ糖エルカ酸エステル、ショ糖オレイン酸エステ
ル、モノステアリン酸グリセリル、オレイン酸グリセリル、縮合ヒドロキシステアリン酸
ポリグリセリンエステル、縮合リシノレイン酸ポリグリセリンエステル、レシチン、水添
レシチン、水酸化レシチンであり、これらの１種類あるいは２種以上を組み合わせて用い
ることもできる。
【００６８】
　色材の染料としては、有機合成色素の黄色５号、赤色５０５号などのアゾ系染料、赤色
２１３号、赤色２３０号などのキサンテン系染料、黄色２０４号などのキノリン系染料、
青色１号などのトリフェニルメテン系染料、緑色２０１号などのアンスラキノン系染料、
インジゴ系染料などの染料、赤色２０２号、赤色２０８号などのレーキ顔料、赤色２２８
号、赤色２２６号、青色４０４号などが、天然色素として、カロチン、カルサミン、コチ
ニールなどがある。
【００６９】
　顔料は、例えば、レーキ顔料、有機顔料、着色顔料、白色顔料、体質顔料等の無機顔料
、真珠光沢顔料、金属光沢顔料、ガラスフレーク顔料、金属被覆無機顔料、樹脂顔料、高
分子粉体、機能性顔料等があげられ、これらの１種以上が使用される。
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　レーキ顔料には２つの種類があり、１つは水に溶けやすい染料をカルシウム等の塩とし
て水に不溶化した顔料で、例えば赤色２０２号、２０４号、２０６号、２０７号、２０８
号、２２０号等がある。他の１つは、硫酸アルミニウム、硫酸ジルコニウム等で水不溶性
にしてアルミナに吸着させた顔料で黄色５号、赤色２３０号等である。
　有機顔料は、分子構造内に親水性基を持たず、水、油や溶剤に溶解しない有色粉末であ
り、着色力、耐光性に優れている。アゾ系顔料の赤色２２８号、インジゴ系顔料の赤色２
２６号、フタロシアニン系顔料の青色４０４号等があげられる。
【００７０】
　無機顔料は、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄等の色調の異なる酸化鉄、群青、紺青、酸
化クロム、水酸化クロム、酸化マグネシウム、酸化コバルト、チタン酸コバルトカーボン
ブラック、マンガンバイオレット、コバルトバイオレット等があげられる。
　白色顔料は、着色や被覆等の目的で用いられ、ニ酸化チタンと酸化亜鉛があげられる。
　体質顔料は、着色よりも製品の形状維持や伸展性、付着性、光沢等の調節、色調の調整
（希釈剤）に用いられ、例えば雲母（マイカ）、白雲母、合成雲母、金雲母、紅雲母、黒
雲母、リチア雲母等の雲母系顔料、セリサイト、タルク、カオリン、モンモリロナイト、
ゼオライト等の粘度鉱物、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、ケイ酸、無水ケイ酸、ケ
イ酸アルミニウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、含硫ケイ酸
アルミニウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸バリウム、ケイ酸ストロンチウム、酸化アルミ
ニウム、硫酸バリウム等の合成無機粉体等があげられる。
【００７１】
　真珠光沢顔料は、真珠光沢、あるいは虹彩色、メタリック感を与えるために使用される
顔料であり、二酸化チタン被覆雲母、魚鱗箔、オキシ塩化ビヒマスなどが挙げられる。ま
た、酸化チタンの代わりに酸化鉄で被覆した顔料、酸化チタンの被覆層の上に透明な異な
った色の顔料を被覆させた顔料なども使用される。
　金属光沢顔料としては、アルミニウム粉、真鍮粉、銅粉、錫粉、金粉、銀粉など、さら
に、これらの金属粉を着色した着色金属粉顔料などが挙げられる。　　
　ガラスフレーク顔料は、フレーク状ガラスが金属などで被覆されている。
　金属被覆無機顔料は、金属蒸着などで金属、および／あるいは金属酸化物が被覆された
無機顔料であり、例えば、酸化鉄被覆アルミニウム、酸化鉄被覆雲母、アルミニウム－マ
ンガン被覆雲母状酸化鉄などがあげられる。
【００７２】
　樹脂顔料とは、樹脂フィルムに着色し、裁断された薄片などがあり、例えば、ポリエス
テルフィルム末、ポリエチレンテレフタレート・アルミニウム・エポキシ積層フィルム末
、ポリエチレンテレフタレート・ポリオレフィン積層フィルム末、ポリメタクリル酸メチ
ル、ポリエチレンテレフタレート・ポリメチルメタクリレート積層末、ナイロンパウダー
等などが挙げられる。
　機能性顔料としては、窒化ホウ素、合成フッ素金雲母、フォトクロミック顔料、複合化
微粒子粉体等があげられる。
　本発明の光輝性顔料の形態は、特に限定されるものではなく、粒状、板状、棒状等、目
的および使用顔料により適宜、選択されれば良い。また、顔料の大きさは、特に限定され
るものではなく、目的および使用顔料により適宜、選択されれば良く、粒状の顔料であれ
ば、通常、平均粒子径が０．０１μｍ～５０００μｍのものが使用され、箔片状や棒状の
粉体であれば、通常、長径が０．１～５０００μｍのものが使用されている。
【００７３】
　保湿剤（成分）としては、アルカリ単純温泉水、深層水、ヒアルロン酸、コンドロイチ
ン硫酸、デルマタン硫酸、ヘパラン硫酸、ヘパリン及びケラタン硫酸などのムコ多糖類ま
たはそれらの塩、コラーゲン、エラスチン、ケラチンなどのタンパク質またはそれらの誘
導体並びにそれらの塩、大豆及び卵由来のリン脂質、糖脂質、セラミド、ムチン、ハチミ
ツ、エリスリトール、マルトース、マルチトール、キシリトール、キシロース、ペンタエ
リスリトール、フルクトース、デキストリン及びその誘導体、マンニトール、ソルビトー
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ル、イノシトール、トレハロース、ブドウ糖等の糖類、尿素、アスパラギン、アスパラギ
ン酸、アラニン、アルギニン、イソロイシン、オルチニン、グルタミン、グリシン、グル
タミン酸及びその誘導体並びにそれらの塩、システイン、シスチン、シトルリン、スレオ
ニン、セリン、チロシン、トリプトファン、テアニン、バリン、ヒスチジン、ヒドロキシ
リジン、ヒドロキシプロリン、ピロリドンカルボン酸及びその塩、プロリン、フェニルア
ラニン、メチオニン、リジンなどのアミノ酸及びそれらの誘導体又はそれらの塩、Ｄ－パ
ンテノール、植物抽出液類が上げられる。
【００７４】
　植物抽出液類としては、更にアボカド抽出物、アーモンド油、イナゴマメ抽出物、イネ
抽出物、イチゴ抽出物、ウイキョウ抽出物、ウスベニアオイ抽出物、オウレン抽出物、オ
リーブ油、オドリコソウ抽出物、カカオ脂、カラスムギ抽出物、キズタ抽出物、クマザサ
抽出物、クチナシ抽出物、グレープフルーツ抽出物、ゲンノショウコ抽出物、ゲンチアナ
抽出物、ゴボウ抽出物、コボタンヅル抽出物、ゴマ抽出物、サボテン抽出物、サボンソウ
抽出物、ショウガ抽出物、ジオウ抽出物、シア脂、シモツケ抽出物、センキュウ抽出物、
ゼニアオイ抽出物、タチジャコウソウ抽出物、ツバキ抽出物、トウモロコシ抽出物、トウ
チュウカソウ抽出物、トルメンチラ抽出物、ドクダミ抽出物、バクモンドウ抽出物、ハウ
チマメ抽出物、ハマメリス抽出物、ハッカ抽出物、ミドリハッカ抽出物、セイヨウハッカ
抽出物、パセリ抽出物、バラ抽出物、ヒマワリ抽出物、ヒノキ抽出物、ヘチマ抽出物、プ
ルーン抽出物、ブッチャーズブルーム抽出物、ボラージ油、ボタン抽出物、ホホバ油、ボ
ダイジュ抽出物、ホップ抽出物、マツ抽出物、マロニエ抽出物、マカデミアナッツ油、マ
ルメロ抽出物、ムラサキ抽出物、メドウホーム油、メリッサ抽出物、ヤグルマソウ抽出物
、ユリ抽出物、ユズ抽出物、ライム抽出物、ラベンダー抽出物、リンドウ抽出物、ワレモ
コウ抽出物及びリンゴ抽出物等が挙げられる。
【００７５】
　酵母代謝物，酵母菌抽出エキス，米発酵エキス，米糠発酵エキス，ユーグレナ抽出物，
生乳・脱脂粉乳の乳酸発酵物やトレハロース又はその誘導体などアルコール類・多価アル
コール類として、エタノール，イソピロパノール，ラウリルアルコール，セタノール，ス
テアリルアルコール，オレイルアルコール，ラノリンアルコール，コレステロール，フィ
トステロールなどの天然アルコール，２－ヘキシルデカノール，イソステアリルアルコー
ル，２－オクチルドデカノールなどの合成アルコール。酸化エチレン，エチレングリコー
ル，ジエチレングリコール，トリエチレングリコール，エチレングリコールモノエチルエ
ーテル，エチレングリコールモノブチルエーテル，ジエチレングリコールモノメチルエー
テル，ジエチレングリコールモノエチルエーテル，ポリエチレングリコール，酸化プロピ
レン，プロピレングリコール，ポリプロピレングリコール，１，３－ブチレングリコール
，グリセリン，ペンタエリトリトール，ソルビトール，マンニトールなどがあげられる。
これらの保湿成分は、１種又は２種以上を適宜選択して配合され、その配合量は、保湿成
分の種類により異なり、一律に決められないが、通常、０．５～２０％である。
【００７６】
　収れん剤（成分）としては、スルホ石炭酸亜鉛、スルホ石炭酸ナトリムおよび、植物抽
出液類があげられる。植物抽出液類としては、アルニカ、サンザシ、キナ、サルビア、ボ
ダイジュ、オタネニンジン、トショウ、マンネンロウ、オトギリソウ、イチョウ、メリッ
サ、オノニス、マロニエ、センブリ、ニンニク、カミツレ、サイム、ハッカ、イラクサ、
トウガラシ、ショウガ、ホップ、西洋トチノキ、ラベンダー、ニンジン、カラシナ、ケイ
、マツ、センキュウ、ニワトコ、ヤマゼリ、ハシリドコロ、ボタン、ヤマモモ、ドクダミ
、コウホネ、シブガキ、トウキンセンカ、グビジンソウ、リンドウ、ブドウ、ハマボウフ
ウ、ダイダイ、ユズ、ショウブ、ナツミカン、ハマメリス、メリーロート、ウイキョウ、
サンショウ、シャクヤク、ユーカリ、ヨモギ、エンメイソウ、コメ、クララ、ショウキョ
ウ、チョウジ、クルミの葉、オウゴン、セージ、ホップ、ローズマリー、オトギリソウ、
ハッカ、カミツレ、何首鳥、黄連、黄柏、黄苓、重薬、陳皮、人参、シャクヤク、トウシ
ン、プロポリス、タクシア、タンニン、ハマメリス、ボタン、樺木タール、ローヤルゼリ
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ー、コウボエキスなどの植物抽出物があげられる。　収れん剤としては、これらの１種ま
たは２種以上を合わせて使用することができる。その使用量は、通常、化粧料組成物全量
の０．００１～５重量％であり、好ましくは０．０１～３重量％である。
【００７７】
　美白剤（成分）としては、チロシナーゼ阻害薬、エンドセリン拮抗薬、α－ＭＳＨ阻害
薬、グラブリジン、グラブレン、リクイリチン、イソリクイリチン、エラグ酸およびその
塩やその誘導体、コウジ酸およびその塩さらにはその誘導体、アルブチン及びその塩さら
にはその誘導体、システインおよびその塩さらにはその誘導体、アスコルビン酸、アスコ
ルビン酸ナトリウム、ステアリン酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビル、ジパルミ
チン酸アスコルビル、アスコルビン酸リン酸マグネシウムなどのビタミンＣ類及びそれら
の塩やその誘導体、グルタチオン及びその塩さらにはその誘導体、レゾルシン及びその塩
さらにはその誘導体、ルシノール、ネオアガロビオース、アガロースオリゴサッカライド
、植物抽出液類が上げられる。植物抽出液類としては、アスパラガス抽出物、アルテア抽
出物、イブキトラノオ抽出物、インチンコウ抽出物、エンドウ豆抽出物、エイジツ抽出物
、オウゴン抽出物、オノニス抽出物、海藻抽出物、火棘抽出物、カンゾウ抽出物、キイチ
ゴ抽出物、クジン抽出物、黒砂糖抽出物、ケイケットウ抽出物、ゴカヒ抽出物、小麦胚芽
抽出物、サイシン抽出物、サンザシ抽出物、サンペンズ抽出物、シャクヤク抽出物、シラ
ユリ抽出物、センプクカ抽出物、ソウハクヒ抽出物、大豆抽出物、胎盤抽出物、タラノキ
抽出物、茶抽出物、トウキ抽出物、糖蜜抽出物、ノイバラ抽出物、ビャクレン抽出物、ブ
ドウ種子抽出物、ブナノキ抽出物、フローデマニータ抽出物、ホップ抽出物、マイカイカ
抽出物、モッカ抽出物、ユキノシタ抽出物、ヨクイニン抽出物、羅漢果抽出物などをあげ
ることができ、その１種または２種以上を適宜選択して配合される。美白剤成分の配合量
は、通常０．０１～１０％である。植物抽出物等を抽出液のまま用いる場合は乾燥固形分
換算の量である。
【００７８】
　紫外線防止剤（成分）としては、有機化合物系の紫外線吸収剤と無機化合物系の紫外線
散乱剤があり、紫外線吸収剤には、パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤、ケイ皮酸系紫外
線吸収剤、サリチル酸系紫外線吸収剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤などがあげられ、
その１種以上が配合される。紫外線吸収剤のパラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤には、パ
ラアミノ安息香酸、パラアミノ安息香酸グリセリル、パラアミノ安息香酸エチルジヒドロ
プロピル、パラジメチルパラアミノ安息香酸アミル、パラメチルパラアミノ安息香酸オク
チル、パラアミノ安息香酸エチル、パラアミノ安息香酸イソブチルなどがあり、ケイ皮酸
系紫外線吸収剤としては、パラメトキシケイ皮酸イソプロピル、ジイソプロピルケイ皮酸
エステル、メトキシケイ皮酸オクチル、ジパラメトキシケイ皮酸モノ，２－エチルへキサ
ン酸グリセリルなどがあり、サリチル酸系紫外線吸収剤としては、サリチル酸ホモメンチ
ル、サリチル酸オクチル、サリチル酸フェニル、サリチル酸鳥エタノールアミン、サリチ
ル酸アミル、サリチル酸ベンジル、サリチル酸ｐ－ｔｅｒｔブチルフェニル、サリチル酸
エチレングリコール、サリチル酸などがあり、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤としては、
ジヒドロキシベンゾフェノン、テトラヒドロキシベンゾフェノン、オキシベンゾン、オキ
シベンゾンスルホン酸、ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸ナトリウム、ジヒ
ドロキシジメトキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシクロロベンゾフェノン、ジオキシベ
ンゾン、ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノンジスルホン酸ナトリウム、２－ヒドロキ
シ－４－メトキシ－４’メチルベンゾフェノン、オクタベンゾンなどがあり、その他にも
ウロカニン酸、ウロカニン酸エチル、４－ｔｅｒｔ－４’－メトキシジベンゾイルメタン
、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、アントラニル
酸などがあげられる。紫外線散乱剤として用いられる無機化合物には、酸化チタン、酸化
亜鉛、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、酸化鉄などがあげられる。
【００７９】
　抗炎症剤（成分）としては、酸化亜鉛、イオウ及びその誘導体、グリチルリチン酸、グ
リチルリチン酸ジカリウム、グリチルリチン酸モノアンモニウムなどのグリチルリチン酸
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及びその誘導体並びにそれらの塩、β－グリチルレチン酸、グリチルレチン酸ステアリル
、３－サクシニルオキシグリチルレチン酸二ナトリウムなどのグリチルレチン酸及びその
誘導体並びにそれらの塩、トラネキサム酸、コンドロイチン硫酸、メフェナム酸、フェニ
ルブタゾン、インドメタシン、イブプロフェン、ケトプロフェン、アラントイン、グアイ
アズレン及びそれらの誘導体並びにそれらの塩、各種微生物及び動植物の抽出物などがあ
げられる。
【００８０】
　使用できる皮膚（細胞）賦活化剤（成分）としては、デオキシリボ核酸及びその塩、ア
デノシン三リン酸、アデノシン一リン酸などのアデニル酸誘導体及びそれらの塩、リボ核
酸及びその塩、サイクリックＡＭＰ、サイクリックＧＭＰ、フラビンアデニンヌクレオチ
ド、グアニン、アデニン、シトシン、チミン、キサンチン及びそれらの誘導体、カフェイ
ン、テオフェリンおよびその塩、レチノール及びパルミチン酸レチノール、酢酸レチノー
ル等のレチノール誘導体、レチナール及びデヒドロレチナール等のレチナール誘導体、カ
ロチンなどのカロチノイド及びビタミンＡ類、チアミンおよびチアミン塩酸塩、チアミン
硫酸塩等のチアミン塩類、リボフラビンおよび酢酸リボフラビンなどのリボフラビン塩類
、ピリドキシンおよび塩酸ピリドキシン、ピリドキシンジオクタノエート等のピリドキシ
ン塩類、フラビンアデニンヌクレオチド、シアノコバラミン、葉酸類、ニコチン酸および
ニコチン酸アミド、ニコチン酸ベンジル等のニコチン酸誘導体、コリン類などのビタミン
Ｂ類、γ－リノレン酸およびその誘導体、エイコサペンタエン酸及びその誘導体、エスト
ラジオール及びその誘導体並びにそれらの塩、グリコール酸、コハク酸、乳酸、サリチル
酸などの有機酸及びそれらの誘導体並びにそれらの塩などがあげられる。
【００８１】
　抗菌剤（成分）としては、安息香酸、安息香酸ナトリウム、石炭酸、ソルビン酸、ソル
ビン酸カリウム、パラオキシ安息香酸エステル、パラクロルメタクレゾール、ヘキサクロ
ロフェン、塩化ベンザルコニウム、塩化クロルヘキシジン、トリクロロカルバニリド、感
光素、ビス（２－ピリジルチオ－１－オキシド）亜鉛、フェノキシエタノール及びチアン
トール、イソプロピルメチルフェノールなどがあげられる。
【００８２】
　酸化防止剤（成分）としては、レチノール、デヒドロレチノール、酢酸レチノール、パ
ルミチン酸レチノール、レチナール、レチノイン酸、ビタミンＡ油などのビタミンＡ類お
よびそれらの誘導体及びそれらの塩、α－カロテン、β－カロテン、γ－カロテン、クリ
プトキサンチン、アスタキサンチン、フコキサンチンなどのカロテノイド類及びその誘導
体、ピリドキシン、ピリドキサール、ピリドキサール－５－リン酸エステル、ピリドキサ
ミンなどのビタミンＢ類、それらの誘導体及びそれらの塩、アスコルビン酸、アスコルビ
ン酸ナトリウム、ステアリン酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビル、ジパルミチン
酸アスコルビル、アスコルビン酸リン酸マグネシウム等のビタミンＣ類、それらの誘導体
及びそれらの塩、エルゴカルシフェロール、コレカルシフェロール、１，２，５－ジヒド
ロキシ－コレカルシフェロールなどのビタミンＤ類、それらの誘導体及びそれらの塩、α
－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロール、δ－トコフェロール、α
－トコトリエノール、β－トコトリエノール、γ－トコトリエノール、δ－トコトリエノ
ール、酢酸トコフェロール、ニコチン酸トコフェロールなどのビタミンＥ類、それらの誘
導体及びそれらの塩、トロロックス、その誘導体及びそれらの塩、ジヒドロキシトルエン
、ブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエ
ン、α－リポ酸、デヒドロリポ酸、グルタチオン、その誘導体及びそれらの塩、尿酸、エ
リソルビン酸、エリソルビン酸ナトリウム等のエリソルビン酸、その誘導体及びそれらの
塩、没食子酸、没食子酸プロピルなどの没食子酸、その誘導体及びそれらの塩、ルチン、
α－グリコシル－ルチンなどのルチン、その誘導体及びそれらの塩、トリプトファン、そ
の誘導体及びそれらの塩、ヒスチジン、その誘導体及びそれらの塩、Ｎ－アセチルシステ
イン、Ｎ－アセチルホモシステイン、Ｎ－オクタノイルシステイン、Ｎ－アセチルシステ
インメチルエステル等のシステイン誘導体及びそれらの塩、Ｎ，Ｎ’－ジアセチルシスチ
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ンジメチルエステル、Ｎ，Ｎ’－ジオクタノイルシスチンジメチルエステル、Ｎ，Ｎ’－
ジオクタノイルホモシスチンジメチルエステルなどのシスチン誘導体及びそれらの塩、カ
ルノシン及びその誘導体及びそれらの塩、ホモカルノシン及びその誘導体及びそれらの塩
、アンセリン及びその誘導体及びそれらの塩、カルシニン及びその誘導体及びそれらの塩
、ヒスチジン及び／又はトリプトファン及び／又はヒスタミンを含むジペプチド又はトリ
ペプチド誘導体及びそれらの塩、フラバノン、フラボン、アントシアニン、アントシアニ
ジン、フラボノール、クエルセチン、ケルシトリン、ミリセチン、フィセチン、ハマメリ
タンニン、カテキン、エピカテキン、ガロカテキン、エピガロカテキン、エピカテキンガ
レート、エピガロカテキンガレートなどのフラボノイド類、タンニン酸、コーヒー酸、フ
ェルラ酸、プロトカテク酸、カルコン、オリザノール、カルノソール、セサモール、セサ
ミン、セサモリン、ジンゲロン、クルクミン、テトラヒドロクルクミン、クロバミド、デ
オキシクロバミド、ショウガオール、カプサイシン、バニリルアミド、エラグ酸、ブロム
フェノール、フラボグラシン、メラノイジン、リボフラビン、リボフラビン酪酸エステル
、フラビンモノヌクレオチド、フラビンアデニンヌクレオチド、ユビキノン、ユビキノー
ル、マンニトール、ビリルビン、コレステロール、エブセレン、セレノメチオニン、セル
ロプラスミン、トランスフェリン、ラクトフェリン、アルブミン、ビリルビン、スーパー
オキシドジスムターゼ、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼ、メタロチオネイン
、Ｏ－ホスホノ－ピリドキシリデンローダミン、及び米国特許第５，５９４，０１２記載
のＮ－（２－ヒドロキシベンジル）アミノ酸、その誘導体及びそれらの塩、及びＮ－（４
－ピリドキシルメチレン）アミノ酸、並びにその誘導体及びそれらの塩などをあげること
ができ、抗酸化成分の含有量は、抗酸化成分の種類により異なり、一律に決められないが
、通常０．０１～１０％である。植物抽出物等を抽出液のまま用いる場合は乾燥固形分換
算の量である。
【００８３】
　香料（成分）としては、天然香料や合成香料があり、天然香料の代表例は、バラ油、ジ
ャスミン油、ネロリ油、ラベンダー油、チュベローズ油、イランイラン油、クラリセージ
油、クローブ油、ペパーミント油、ゼラニウム油、パッチュリー油、サンダルウッド油、
シンナモン油、コリアンダー油、ナツメグ油、パイン油、バニラ油、ペルーバルサム油、
バナナ油、アップル油、フェンネル油、トンカビーンズ油、ペパー油、レモン油、オレン
ジ油、ベルガモット油、オポポナックス油、ベチバー油、オリス油、オークモス油、アニ
ス油、ボアドローズ油などの植物性香料、ムスク油、シベット油、カストリウム油、アン
バーグリス油などの動物性香料である。
【００８４】
　合成香料の代表例は、リモネン、β－カリオフィリンなどの炭化水素類、シス－３－ヘ
キセノール、リナロール、ファルネソール、β－フェニルエチルアルコール、ゲラニオー
ル、シトロネロール、ターピネオール、メントール、サンタロール、バクダノール、ブラ
マノールなどのアルコール類、リラノール、リリアール、２，６－ノナジエナール、シト
ラール、α－ヘキシルシンナミックアルデヒドなどのアルデヒド類、β－イオノン、ｌ－
カルボン、シクロペンタデカノン、ダマスコン、メチルイオノン、イロン、イソイースー
パー、アセチルセドレン、ムスコンなどのケトン類、ベンジルアセテート、メチルジヒド
ロジャスモネート、メチルジャスモネート、リナリルアセテート、ベンジルベンゾエート
などのエステル類、γ－ウンデカラクトン、ジャスミンラクトン、シクロペンタデカノリ
ッド、エチレンブラシレートなどのラクトン類、ガラクソリッド、アンブロキサン、ロー
ズオキサイドなどのオキサイド類、オイゲノールなどのフェノール類、インドールなどの
含窒素化合物、フェニルアセトアルデヒドジメチルアセタールなどのアセタール類、オー
ランチオールなどのシッフ塩基類などである。香料は一般的に一種類単独で使用すること
は少なく、目的に応じて複数種を組み合わせた調合香料として用いられる。
【００８５】
　水溶性高分子類の増粘剤としては、トラガカントガム、ガラクタン、キャロブガム、グ
ァーガム、キサンタンガム、カラヤガム、カラギーナン、ペクチン、カンテン、クインス
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シード（マルメロ）、アルゲコロイド（褐藻エキス）等の植物系高分子、デキストラン、
サクシノグルカン、スクレロチウムガム、プルラン等の微生物系高分子、コラーゲン、カ
ゼイン、アルブミン、ゼラチン等の動物系高分子、メチルセルロース、ニトロセルロース
、エチルセルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロー
ス、セルロース硫酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセル
ロースナトリウム、結晶セルロース、セルロース末等のセルロース系高分子、アルギン酸
ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステル等のアルギン酸系高分子、ポリビ
ニルアルコール、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルピロリドン、ポリオキシエチレ
ン系高分子、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン共重合体系高分子、ポリエチルア
クリレート、ポリアクリルアミド等のアクリル系高分子、ポリエチレンイミン、カチオン
ポリマー、ベントナイト、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、ラポナイト、ヘクトライト
、無水ケイ酸等の無機系水溶性高分子等がある。
【００８６】
　金属イオン封鎖剤としては、エデト酸ナトリウム塩、ポリリン酸ナトリウム、メタリン
酸ナトリウム、リン酸等がある。
　ｐＨ調整剤としては、乳酸、クエン酸、グリコール酸、コハク酸、酒石酸、ｄｌ－リン
ゴ酸、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素アンモニウム等がある。
【００８７】
　本発明の伸縮性を有するゲル組成物の成形加工等の処理は、手法の選択によりシート状
、フィルム状、破砕状及び流動状の所望の形態の伸縮性ゲルの作製が可能である。例えば
、板上にキャスティングして加熱することによりフィルム状及びシート状の形態が得られ
るし、水と混和しない有機溶剤と激しく混合撹拌しながら加熱することにより破砕状の形
態が得られる。
【００８８】
　本発明伸縮性ゲルは、医療材料、医薬部外品、化粧品、医薬品等の各分野での応用が可
能である。特にその中でも治療用パット、褥瘡予防剤、保温材、保冷材、創傷保護剤、パ
ック剤、貼付剤、薬物徐放剤等。化粧料は、ワンポイント化粧料、各種化粧用クリーム、
乳液、化粧水、美容液、パック剤、アンダーメークアップ、ファンデーション、ゼリー剤
、及び軟膏等に使用できる。また、適用部位に応じ、その形状をシート状、フィルム状、
破砕状、又は流動状から選択することができる。
【実施例】
【００８９】
　以下に実施例をあげて、本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに制約されるもの
ではない。
　試験に用いた多糖類のＡ－１は、アルカリゲネス　レータスＢ－１６株細菌の産出多糖
類（粗製品）である。
　その製造方法は、グルコース〔和光純薬工業（株）製、試薬〕４０．０ｇ、リン酸水素
二カリウム〔和光純薬工業（株）製、試薬〕４．０ｇ、リン酸二水素カリウム〔和光純薬
工業（株）製、試薬〕２．０ｇ、塩化ナトリウム〔和光純薬工業（株）製、試薬〕０．１
ｇ、硫酸マグネシウム〔和光純薬工業（株）製、試薬〕０．２ｇ、硝酸カリウム〔和光純
薬工業（株）製、試薬〕１．０ｇ、イーストエキストラクト〔オキソイド（ＯＸＯＩＤ）
社製〕１．５ｇをイオン交換水に溶解し、水酸化ナトリウムあるいは硫酸を用いｐＨ６．
５に調整し、全量を１リットルとした。この水溶液１５０ｍＬを５００ｍＬの三角フラス
コに取り、オートクレーブにより加熱滅菌（１２１℃、１５分間）した後、室温まで戻し
、アルカリゲネスレータスＢ－１６株（ＦＥＲＭ　ＢＰ－２０１５号）を１白金耳接種し
、３０℃にて６日間振とう培養（１８０ｒｐｍ）した。
　培養終了後、培養物に約３倍容量のイソプロピルアルコールを加えて攪拌混合し、析出
した凝集物を濾過、回収、減圧下にて乾燥してアルカリゲネス　レータスＢ－１６株細菌
の産出多糖類（Ａ－１）を得た。
　この多糖類は、フコース、グルコース、グルクロン酸、ラムノースをモル比１：２：１
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：１で構成される多糖類を主成分とし、この他フコースとマンノースをモル比１：１で構
成される多糖類を含み、その存在比は約７：１（重量比）である。尚、構成単糖類は、多
糖類を硫酸で加水分解した後高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）により分析した。
【００９０】
　試験に用いた多糖類のＡ－２は、上記Ａ－１の精製品であり、多糖類のＡ－１の０．５
重量部水溶液を調製し、水酸化ナトリウム水溶液でｐＨを１２とした。この水溶液をイオ
ン交換樹脂「ダイヤイオンＨＰＡ－７５（ＯＨ－）（商品名）」（日本錬水（株）製）の
カラムを用いて８Ｒｕ以下で処理し、さらに濾過助剤「ラジオライトＲＬ７００」と５μ
ｍメンブランフイルターで濾過し、タンパク質、核酸、微生物類を除去した。濾液を希塩
酸にてｐＨが７にしてから減圧濃縮し、アセトンを投入して多糖類を沈澱させ、さらに１
０倍量のアセトンで洗浄し、フコース：グルコース：グルクロン酸：ラムノース＝１：２
：１：１で構成され、平均分子量が５，０００万以上の多糖類（Ａ－２）を得た。
【００９１】
　試験に用いた多糖類のＡ－３は、アルカリゲネス　レータスＢ－１６株細菌の産出多糖
類である商標アルカシーランである（アルカシーラン〔「Ａｌｃａｓｅａｌａｎ」（商標
）、伯東（株）製〕。
　その他試験に用いた多糖類のＡ－４～Ａ－８は以下のとおりである。
・Ａ－４：ウエランガム（ＣＰ－ケルコ社製）
・Ａ－５：ラムザンガム（ＣＰ－ケルコ社製）
・Ａ－６：ダイユータンガム（Ｋ０Ｃ６１７）（ＣＰ－ケルコ社製）
・Ａ－７：ジェランガム（ＣＰ－ケルコ社製）　
・Ａ－８：　アラビアガム〔関東化学（株）製、試薬〕
【００９２】
　試験に用いた多価アルコールのＢ－１～Ｂ－１１は以下のとおりである。
・Ｂ－１：ジグリセリン〔関東化学（株）製、試薬〕
・Ｂ－２：グリセリン〔関東化学（株）製、試薬〕
・Ｂ－３：ペンチレングリコール〔関東化学（株）製、試薬〕
・Ｂ－４：ソルビトール〔関東化学（株）製、試薬〕
・Ｂ－５：１，３－ブチレングリコール〔関東化学（株）製、試薬〕
・Ｂ－６：エチレングリコール〔関東化学（株）製、試薬〕
・Ｂ－７：ジエチレングリコール〔関東化学（株）製、試薬〕
・Ｂ－８：トリエチレングリコール〔関東化学（株）製、試薬〕
・Ｂ－９：トリグリセリン〔関東化学（株）製、試薬〕
・Ｂ－１０：プロピレングリコール〔関東化学（株）製、試薬〕
・Ｂ－１１：ジプロピレングリコール〔関東化学（株）製、試薬〕
【００９３】
　試験に用いた水のＣ－１～Ｃ２は以下のとおりである。
・Ｃ－１：精製水
・Ｃ－２：イオン交換水。
【００９４】
　試験に用いた多糖類および高分子重合体のＤ－１～Ｄ５は以下のとおりである。
・Ｄ－１：（比較例で使用）キサンタンガム〔三晶（株）製、「ケルザンＴ」（商品名）
〕
・Ｄ－２：（比較例で使用）カードラン〔関東化学（株）製、試薬〕
・Ｄ－３：（比較例で使用）ポリアクリル酸〔「カーボポール９８０」（商品名）、日光
ケミカルズ（株）製〕
・Ｄ－４：（比較例で使用）カルボキシメチルセルロース（ダイセル化学工業株式会社製
）
・Ｄ－５：（比較例で使用）ポリビニルピロリドン〔「ＰＶＰ　Ｋ３０」（商標）、アイ
エスビー・ジャパン株式会社製〕。
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【００９５】
　「ゲルの示差熱分析」
　多糖類（Ａ－３）０．６ｇを、水（Ｃ－１）９９．４ｇに添加した後、８０００ｒｐｍ
　１０分間ホモジナイザーにて溶解させた物をサンプル１とする。多価アルコール（Ｂ－
４）４０ｇを水（Ｃ－１）６０ｇに溶解させたものをサンプル２とする。多糖類（Ａ－３
）０．３ｇを、多価アルコール（Ｂ－４）４０ｇを水（Ｃ－１）５９．７ｇに溶解させた
ものに添加した後、８０００ｒｐｍ　１０分間ホモジナイザーにて溶解させた後、８０℃
　１０分間加熱し、室温冷却した物をサンプル３とした。次にこのサンプル、１，２，３
における水の状態を後述する示差熱分析（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｔｈｅｒｍａｌ　
Ａｎａｌｙｓｉｓ，　ＤＴＡ）にて示した。
【００９６】
　サンプル１、サンプル２、サンプル３のそれぞれの示差熱分析の結果を図１、図２、図
３に示す。図１のグラフ示したように、サンプル１の水は８０℃になる前に殆ど蒸発して
しまい水と天然多糖類の間は殆ど水素結合がないことが判る。また、サンプル２の水は、
図２のグラフ示したように、水は、多少蒸発しにくくなるものの、やはり８０℃になる前
に殆ど蒸発してしまい水と多価アルコールの間は殆ど水素結合がないことが判る。
【００９７】
　本発明の方法で調製したゲルであるサンプル３は、図３に示すように、１１０～１４０
℃の間に４個の明確な大きなピークが出現した。これらの１００℃以上で出現するピーク
は、水が強く結合されており、強い水素結合で結合したものと判断され、その結合形式は
少なくても４種類あることが確認された。本発明のゲルは、水および多価アルコールと強
い水素結合で結合していると判断される。この水素結合で結合した蒸散しにくい水は、本
発明ゲルを配合した化粧品は、保水効果や滑らかな使用感を長時間維持することができる
。
【００９８】
　示差熱分析の方法は、差動形示差熱天秤　Ｔｈｅｒｍｏ　ｐｌｕｓ　ＴＧ８１２０を使
用して測定し、その結果を図１、図２、図３のＤＴＡ曲線にて示した。
　測定条件は、試料量；４０ｍｇ前後を標準試料；Ａｌ２Ｏ３とアルミニウムの試料皿に
取り、窒素雰囲気で、５℃／ｍｉｎで４０℃から６５℃まで昇温し、その後５分間保持し
て、この間に試料の温度はゆっくりと約８０℃になった後、昇温速度が８℃／ｍｉｎで約
８０℃から１８０℃まで昇温した。
【００９９】
　「ゲルシートの引張試験１－伸び率（％）の評価１」
　多糖類（Ａ－１）０．３ｇを多価アルコール（Ｂ－１）４０ｇに添加し、攪拌した後、
総重量が１００ｇになるように水（Ｃ－２）を添加し、さらに攪拌して多糖類（Ａ－１）
水溶液を得、その１３ｍｌを直径９０ｍｍのガラスシャーレーに流し込んだ。これを１０
５℃に設定した温風乾燥機に１５分、８０℃の温風乾燥機に２時間、６０℃の温風乾燥機
に６時間、４５℃の温風乾燥機に１５時間入れて、４種類のゲルシートを作製した。作製
したゲルシートをシャーレーより取りだし、柔軟性の評価を行った。ゲルシートを１０ｍ
ｍ×６０ｍｍにせん断して短冊状にした後、両端より２０ｍｍの箇所を２枚の不織布を貼
ったスライドガラスで挟み、引張試験機〔「ストログラフＭ－５０」（商品名）、（株）
東洋精機製作所製〕にセットし、５０ｍｍ／分の速度で引張、ゲルシートが伸びて破断す
る時の長さを測定した。破断長が長いほど柔軟性富んでいるとし、次式で示す伸び率（％
）の大小で評価した。伸び率が大きいほど好ましい。
　伸び率（％）＝〔（破断までの長さ―１０）／１０〕×１００
【０１００】
　同様に多糖類（Ａ－１）と多価アルコール（Ｂ－２）～多価アルコール（Ｂ－１１）の
組み合わせ、多糖類（Ｄ－２）と多価アルコール（Ｂ－１）～多価アルコール（Ｂ－１１
）の組み合わせを用いてゲルシートを作り、伸び率を測定した。結果を表１に示した。
【０１０１】
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【表１】

　
【０１０２】
　本発明のゲルシート伸性率は全て１００％を超えることが分かった。一方、比較例の従
来の多糖類であるカードランでは、その伸性率は、全て２０％以下であることが判る。そ
の結果、本発明のゲルシートは、関節部位等の伸縮が激しい部位にも適用できる。
【０１０３】
　「ゲルシートの引張試験２－引張応力の評価」
　次に、本発明の実施例３のゲルシートを調製し、引張応力を測定した。
　ゲルシートの調製は次のように行なった。



(24) JP 4236552 B2 2009.3.11

10

20

30

40

　多糖類（Ａ－１）０．３ｇを多価アルコール（Ｂ－１）４０ｇに添加し、攪拌した後、
総重量が１００ｇになるように水（Ｃ－２）を添加し、更に攪拌を行い、多糖類（Ａ－１
）水溶液を得、これを直径９０ｍｍのガラスシャーレーに１３ｍＬ流し込み、このシャー
レを耐圧耐熱容器に入れ、次いで１０５℃の乾燥機に１０分間静置、次に８０℃の乾熱器
に１０時間静置してゲルシートを作製した。同様にして、多糖類（Ａ－１）と多価アルコ
ール（Ｂ－２）～多価アルコール（Ｂ－３）によりゲルシートを調製した。
【０１０４】
　引張荷重の測定は次のように行った。
　引張試験用のサンプルとして、ＪＩＳＫ６３０１におけるダンベル２号型に従い、本発
明のゲルで調製したシートを打ち抜き、平行部分の幅を１０ｍｍ、平行部分の長さを２０
ｍｍ、平行部分の厚さを２ｍｍとした。このサンプルを引張試験機（ストログラフＭ－５
０：株式会社東洋精機製作所製）を用いて、引張速度５０ｍｍ／ｍｉｎ、温度１８℃、相
対湿度６８％の条件で引張、そのサンプルが破断するまでの引張荷重を測定した。
　なお、引張応力は次の式により求めた。
　引張応力（ｋｇ／ｃｍ２）＝引張荷重／断面積
　その結果を表２に示した。
【０１０５】
【表２】

　
　本発明の方法により得られたゲルシートは、高い引張応力を発揮していることが分かる
。
【０１０６】
　「ゲルシートの引張試験３－伸び率（％）の評価２」
　多糖類（Ａ－２）０．３ｇを多価アルコール（Ｂ－２）３０ｇに添加し、攪拌した後、
総重量が１００ｇになるように水（Ｃ－２）を添加し更に攪拌を行い、多糖類（Ａ－２）
水溶液を得た。これを直径９０ｍｍのガラスシャーレーに１３ｍＬ流し込み、１１０℃に
設定したオートクレーブにて１０分間、加熱してゲルシートを調製した。実施例と同様に
得られたゲルシートの柔軟性の評価を行った。同様にして、表３に記載の多糖類、合成高
分子類あるいは半合成高分子と多価アルコールの組成でそれぞれゲルシートを調製し、そ
の柔軟性の評価を行った。
　その結果を表３に示した。
【０１０７】
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【表３】

　
【０１０８】
　本発明のゲルシートの伸性率は全て１００％を超えることが分かった。一方、比較例の
場合の伸性率は、全て１５％以下の伸びしか得られないことが分かる。従って、本発明の
ゲルシートは、関節部位等の伸縮が激しい部位にも適用することができる。
【０１０９】
　「ゲルシートの保水性評価」
　多糖類（Ａ－２）０．３ｇを多価アルコール（Ｂ－２）３０ｇに添加し、攪拌した後、
総重量が１００ｇになるように水（Ｃ－２）を添加し更に攪拌を行い、多糖類（Ａ－２）
水溶液を得た。これを直径９０ｍｍのガラスシャーレーに３２ｍＬ流し込み、１１０℃に
設定したオートクレーブにて１０分間、加熱してゲルシートを調製した。得られたゲルシ
ートを一辺２０ｍｍ、厚さ５ｍｍの正方形シートにした後、飽和塩化マグネシウム溶液を
入れ、相対湿度３３％　温度２０℃に調整したデシケーターに入れ静置し、１２時間後、
２４時間後、４８時間後、重量の変化および表面の柔らかさの状態を指で触れて調べた。
同様にして、表４に記載の多糖類と多価アルコールの配合で種々のゲルシートを調製した
。また、ゲルシートの重量の変化より、次式から保水率（％）を求めた。
保水率（％）＝１００－（（ａ－ｂ）×１０４／（（１００－ｃ）×ａ））
ａ：初発ゲルシートの重量（ｇ）
ｂ：所定時間後のゲルシート重量（ｇ）
ｃ：『多糖類＋多価アルコール』濃度（％）
【０１１０】
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【表４】

　
【０１１１】
　本発明のゲルは、相対湿度が低く、乾燥した状態でも、長時間、高い保湿性を保つと共
に、その表面が乾燥しても硬くならない。従って本発明のゲル用いて化粧料パック、化粧
料、貼付剤等を作成した場合、その柔軟性は保湿性は長時間保たれることから、保湿効果
の高いパックやはがれ難い貼付剤等ができる。
【０１１２】
　「化粧料の官能評価１―毛髪用化粧料」
　（毛髪用化粧料の調整）
　本発明を毛髪用化粧料類に使用した実施例を説明する。以下に示す配合で毛髪用化粧料
類を調製し、なめらかさ、しっとりさ、くし通り性、水分保持性等の評価を行なった。そ
の結果を表５に示す。
　毛髪用化粧料の調製は、下記のＮｏ．１～５に示す物質を混合して混合物１とし、Ｎｏ
．６～１１に示す物質を混合して混合物２とした。それぞれを７５℃に加温した後、４０
℃以下に冷却し４枚羽根のプロペラ型撹拌翼を持った攪拌機で混合物２を攪拌しながら、
混合物１を徐々に投入し、エマルションを調製した。その後、撹拌して実施例の毛髪用化
粧料を得た。
（Ｎｏ）　　　　　　（原料名）　　　　　　　　　　　（重量部）
　１．塩化ステアリルトリメチルアンモニウム　　　　　１．０
　２．セタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　３．メチルポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　１．０
　４．ポリオキシエチレンステアリルエーテル　　　　　１．０
　５．プロピレングリコール（Ｂ－１０）　　　　　　　５．０
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　６．Ｂ－１６多糖類（Ａ－３）　　　　　　　　　　　０．１
　７．メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　８．塩化カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
　９．クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
１０．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
１１．精製水（Ｃ－１）　　　　　　　　　　　　　　　　残量
【０１１３】
　比較例の毛髪用化粧料として実施例６の毛髪用化粧料において、Ｎｏ．６：Ｂ－１６多
糖類（Ａ－１）を精製水に置き換えて、同様な方法で調製し、比較例の毛髪用化粧料を得
た
　本発明の効果を示すため、上記実施例の使用感及び効果について、官能評価を比較例と
の比較において行った。
【０１１４】
　（官能評価）
　実施例の毛髪用化粧料のなめらかさ、しっとりさの官能試験を次のように実施した。
　ハーフヘッド法により、１５人の被験者が市販ヘアーシャンプー（通常のアルキル硫酸
エステル塩系シャンプー）で洗髪後、ドライヤーにて十分に乾燥させた後、頭髪を左右半
々に分け、本発明の毛髪用化粧料と従来の毛髪用化粧料をそれぞれ５ｇずつ塗布し、ドラ
イヤーにて加熱乾燥した後、毛髪の「なめらかさ」、「しっとりさ」の感触を以下のよう
にして評価した。
・「なめらかさ」の評価
○：なめらかさを感じた被験者数が１５名中、１０名以上。
×：なめらかさを感じた被験者数が１５名中、９名以下。
・「しっとりさ」の評価
○：しっとりさを感じた被験者数が１５名中、１０名以上。
×：しっとりさを感じた被験者数が１５名中、９名以下。
【０１１５】
　また、くし通り性の評価として、毛髪ストランド（４ｇ）に毛髪用化粧料（２ｇ）を塗
布し、温湯ですすぎ洗いし、１時間乾燥後、くし通りやすさを以下のように評価した。
○：ひっかかりがない
×：ひっかかりがある。
【０１１６】
　さらに、成分保持性の評価として、毛髪ストランド（４ｇ）に毛髪用化粧料（２ｇ）を
塗布し、直後の毛髪ストランドの重量（含水量＋化粧料）であるＷ１を測定した。更に８
０℃温風乾燥機にて１分間風乾した後、毛髪ストランドの重量（含水量＋化粧料）である
Ｗ２を測定した。さらに湿度４０％の恒湿槽に保持し、３時間後の毛髪ストランドの重量
（含水量＋化粧料）であるＷ３を測定した。３時間の含水率の変化率を下式で求めた。有
効成分保持率（％）が高いほど、毛髪用化粧料の有効成分の歩留まりが高く好ましい。ま
た、含水率の変化率（％）が低いほど、毛髪用化粧料の有効成分による水分保持性（保湿
性）が高く、好ましい。いずれの項目も５０％を基準として、「○：良好」、「×：不良
」と評価した。
　その結果は表５に示した。
【０１１７】
　なお、有効成分保持率と含水率の変化率は次の式で算出した。
　有効成分保持率（％）＝（Ｗ１－Ｗ２）×１００／Ｗ１
　含水率の変化率（％）＝（Ｗ２－Ｗ３）×１００／Ｗ２
ここで、
Ｗ１：頭髪化粧料塗布直後の毛髪の重量（ｇ）
Ｗ２：温風乾燥機にて乾燥後の毛髪の重量（ｇ）
Ｗ３：湿度４０％に３時間保持した後の毛髪重量（ｇ）
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【０１１８】
【表５】

【０１１９】
　表５に示すように、本発明の頭髪用化粧料は、毛髪になめらかさ、しっとりさを付与し
、くし通りが良くなり、有効成分及び水分保持性も高いと評価された。
【０１２０】
　「化粧料の官能評価２－ピールオフタイプパック化粧料」
　（ピールオフタイプパック化粧料の調整）
　本発明をピールオフタイプパック化粧料に使用した実施例を説明する。
　以下に記載するＮｏ．１、２、３、５の原料の混合液に、Ｎｏ．６を添加して混合物１
とし、Ｎｏ．４、７、８、９の原料を混合して混合物２とした。それぞれを７５℃に加温
した後、この温度を維持しながら４枚羽根のプロペラ型撹拌翼を持った攪拌機で混合物１
を攪拌しながら、混合物２を徐々に投入し、粘稠なゼリー状の実施例のピールオフタイプ
パック化粧料を調整した。
　　（Ｎｏ）　　　（原料名）　　　　　　　（重量部）
　１．ポリビニールアルコール　　　　　　５．０
　２．エタノール　　　　　　　　　　　　４．０
　３．ジグリセリン（Ｂ－１）　　　　　１５．０
　４．ポリオキシエチレン（２０Ｅ．Ｏ．）ソルビタンモノラウレート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
　５．プロピレングリコール（Ｂ－１０）　５．０
　６．Ｂ－１６多糖類（Ａ－３）　　　　　０．６
　７．メチルパラベン　　　　　　　　　　０．１
　８．香料　　　　　　　　　　　　　　　適量
　９．精製水（Ｃ－１）　　　　　　　　　残量
【０１２１】
　さらに、実施例のピールオフタイプパック化粧料において、Ｎｏ．６：Ｂ－１６多糖類
（Ａ－３）をＤ－１キサンタンガム（２．０％）に置き換えて、同様な方法で調製し、比
較例のピールオフタイプパック化粧料を得た。
　上記実施例の使用感及び効果について、官能評価を比較例との比較において行った。
　（官能評価）
　官能評価は、実施例及び比較例の各試料を２０～５０才の女性パネラー１５名にブライ
ンドにて使用させ、使用時のしっとり感，皮膜形成性，刺激感，はがし易さ、及び使用後
のしっとり感，さっぱり感，刺激感について行わせた。結果は、３０名の評点の平均値に
て表６に示した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　
【０１２２】
　「さぱりさ」の評価の基準は次のとおりである。
○：さっぱりさを感じた被験者数が１５名中、１０名以上。
×：さっぱりさを感じた被験者数が１５名中、９名以下。
・「皮膜形成」の評価の基準は次のとおりである。
○：皮膜形成あると感じた被験者数が１５名中、１０名以上。
×：皮膜形成があまりないと感じた被験者数が１５名中、９名以下。
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・「刺激性」の評価の基準は次のとおりである。
○：刺激感がないと感じた被験者数が１５名中、１０名以上。
×：刺激感があると感じた被験者数が１５名中、９名以下。
・「はがし易さ」の評価の基準は次のとおりである。
○：はがし易いと感じた被験者数が１５名中、１０名以上。
×：はがし難いと感じた被験者数が１５名中、９名以下。
【０１２３】
【表６】

　
【０１２４】
　表６に示すように、皮膜形成、はがし易さ刺激感、及び使用後のさっぱり感において、
各実施例ともに比較例よりも良い評価を得ていた。刺激感については、実施例は比較例に
比べ同程度の評価を得ていた。以上のように、本発明により、皮膚への親和性が高く、保
湿性に優れ、且つべたつかずにさっぱりした使用感を有するパック化粧料を提供すること
ができた。また、このパック化粧料においては、使用時及び使用後の刺激感もなく、皮膜
の剥離も容易であり、安全性及び使用性に優れるものであった。
【０１２５】
　「医療用貼付剤の調整と評価」
　（医療用貼付剤の調整）
　本発明を医療用貼付剤に使用した実施例を説明する。
　実施例の医療用貼付剤として次のように調製した。多糖類（Ａ－３）の０．６ｇをグリ
セリン（Ｂ－２）４０ｇに添加、攪拌した後、水（Ｃ－２）を総重量が１００ｇになるよ
うに添加し、更に攪拌を行い、ポリマー水溶液を得た。直径９０ｍｍのガラスシャーレー
に、伸縮性のガーゼを２枚重ねて敷いた後、ポリマー水溶液を２０ｍｌ流す。次に１１０
℃に設定したオートクレーブにて１０分間加熱した後、ゲルのシートをシャーレーより取
りだし、実施例の医療用貼付剤を得た。
　比較例として医療用貼付剤を次のように調製した。
　実施例の医療用貼付剤の調製において使用した、多糖類（Ａ－３）をポリアクリル酸（
Ｄ－３）２．０ｇに置き換えて、同様な方法で調製し、比較例の医療用貼付剤を得た。
【０１２６】
　（医療用貼付剤の評価）
　上記のようにして得られた各医療用貼付剤を長辺が、ガーゼの伸縮方向になるように、
７ｃｍ×２．５ｃｍ角の大きさに裁断する。次にこの貼付剤を、被験者の右上腕部から、
関節が中心になるように、前腕にかけて貼り付ける。
　貼り付け後、両端をテープで止め固定する。貼付後２４時間日常生活を行ったのち、各
貼付剤を除去して除去後の皮膚面を目視判定して、皮膚刺激性および貼付中における貼付
感を調べた。
　その結果を表７に示す。
【０１２７】
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【表７】

　
【０１２８】
　表７に示すように、本発明の医療用貼付剤は貼付する皮膚面の動きに対する追従性に
優れて皮膚刺激性も少なく、貼付感が良好であることが判る。本発明の伸縮性ゲルにて調
製した貼付部位は皮膚面の伸縮運動に追従し、物理的な皮膚刺激性やつっぱり感などを低
減できる。また、皮膚に対する刺激性がないことから創傷被覆剤としても使用できる。
【０１２９】
　「化粧料の官能評価３－マイクロカプセル油性分散物含有化粧料」
　（マイクロカプセル油性分散物の調製）
　本発明をマイクロカプセル油性分散物（以下、「マイクロカプセル」とする。）に使用
した実施例を説明する。
　マイクロカプセルを次のように調製した。
（Ｎｏ．）　（配合成分）　　　　　　　　（重量部）
　１．　グリセリン　　　　　　　　　　４０．０％
　２．　多糖類（Ａ－３）　　　　　　　　０．６０％
　３．　パラオキシ安息香酸メチル　　　　０．１０％
　４．　１，３－ブチレングリコール　　　５．００％
　５．　精製水　　　　　　　　　　　　　残量
【０１３０】
　配合成分Ｎｏ．１～５を混合した後、８０００ｒｐｍ、１０分間ホモジナイザーにて溶
解させた物の１０ｍｌを、７０℃に加熱したデカメチルシクロペンタシロキサン溶液、９
０ｍｌに小型ホモミキサー撹拌しながら徐々に添加する。全量添加した後、９５℃にて１
５分間保つことで　実施例のマイクロカプセルを得た。
　比較例のマイクロカプセルとして、実施例のマイクロカプセルにおいて、多糖類（Ａ－
３）をカードラン（Ｄ－２）１．０％に置き換えて、同様な方法で調製し、比較例のマイ
クロカプセルを得た。
【０１３１】
　「マイクロカプセル含有クリームの調製と評価」
　本発明をマイクロカプセル含有クリームに使用した実施例を説明する。
　実施例のマイクロカプセル含有クリームとして次のように調製した。
（Ｎｏ．）　（配合成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　（重量部）
　　１．　ラノリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．００
　　２．　ジメチルポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　５．００
　　３．　ジメチルポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　２．００
　　４．　ミツロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
　　５．　ワセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
　　６．　スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４．０　　
　　７．　ヘキサデシルアジピン酸エステル　　　　　　　　１０．０
　　８．　プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　５．０
　　９．　モノオレイン酸グリセリン　　　　　　　　　　　　３．５
　　１０．ＰＯＥ（２０）ソルビタンモノオレイン酸エステル　１．０



(31) JP 4236552 B2 2009.3.11

10

20

30

40

50

　　１１．（実施例の）マイクロカプセル　　　　　　　　　　５．０
　　１２．精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２．５　　　
　　　　　防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
　　　　　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
【０１３２】
　配合成分Ｎｏ．１～７を混合し攪拌下、７０℃に加熱して溶解し、混合物１とした。同
様に配合成分Ｎｏ．８～１０及びＮｏ．１２を加熱溶解し、混合物２とした。ホモミキサ
ーで混合物１を５，０００ｒｐｍで撹拌しながら混合物２を加え、エマルションを調製し
た。更にプロペラ型撹拌機で撹拌冷却しながらＮｏ．１１を分散させし、室温まで冷却し
て実施例のマイクロカプセル含有クリームを得た。
　比較例のマイクロカプセル含有クリームの調製は、実施例のマイクロカプセル含有クリ
ームにおいて、実施例のマイクロカプセルを比較例のマイクロカプセルに置き換えて、同
様な方法で調製し、比較例のマイクロカプセル含有クリームを得た。
【０１３３】
　上記のようにして得られたマイクロカプセル含有クリームをパネラーによる評価を行っ
た。
　１０才代から５０才代までの各年代から２人ずつ、合計１０人のパネラーを選び、を各
自、適量のマイクロカプセル含有クリームを両手の甲に着けて伸ばし、「べたつき感」お
よび「なめらかさ」の官能評価を調製直後と１２週間後に行なった。
　実施例のマイクロカプセル含有クリームは、調製直後と１２週間後ともに、１０名中８
名以上が、べたつきが少なく、さっぱりとした感触およびなめらかな感触があると評価さ
れ，１２週間後もその感触が維持された。
【０１３４】
　比較例のマイクロカプセル含有クリームは、調製直後は、１０名中８名以上が、べたつ
きが少なく、さっぱりとした感触があると評価、１０名中５～７名が、なめらかな感触が
あると評価したが、１２週間後は、１０名中４名以下が、べたつきが少なく、さっぱりと
した感触があると評価、１０名中４名以下が、なめらかな感触があると評価した。従って
、本発明のマイクロカプセル含有クリームは、べたつきが少なく、さっぱりとした、なめ
らかな感触が長時間維持される。
【０１３５】
　「マイクロカプセル含有口紅の調製と評価」
　本発明を親水性成分配合のマイクロカプセル含有口紅に使用した実施例を説明する。
　実施例の親水性成分配合、マイクロカプセル含有口紅として次のように調製した。
（Ｎｏ．）（配合成分）　　　　　　　　　　　（重量部）
　１．　二酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　５　　　　　　
　２．　赤色２０１号　　　　　　　　　　　　　　０．６
　３．　赤色２０２号　　　　　　　　　　　　　　１
　４．　赤色２２３号　　　　　　　　　　　　　　０．２
　５．　キャンデリラロウ　　　　　　　　　　　　９
　６．　固形パラフィン　　　　　　　　　　　　　８
　７．　ミツロウ　　　　　　　　　　　　　　　　５
　８．　カルナバロウ　　　　　　　　　　　　　　５
　９．　ラノリン　　　　　　　　　　　　　　　１１
　１０．ヒマシ油　　　　　　　　　　　　　　　　５．２
　１１．２エチルヘキサン酸セチル　　　　　　　２０
　１２．イソプロピルミリステート　　　　　　　１０
　１３．アスコルビン酸リン酸マグネシウム塩添加マイクロカプセル　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　２０
　１４．酸化防止剤　　　　　　　　　　　　　　適量
　１５．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
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【０１３６】
　実施例のマイクロカプセルに、アスコルビン酸リン酸マグネシウム塩を６．００％添加
することで、アスコルビン酸リン酸マグネシウム塩添加マイクロカプセルを調製した（配
合成分Ｎｏ１３）。配合成分Ｎｏ．１～４を配合成分Ｎｏ．９～１２の混合物に添加し、
ライトニンミキサーにて攪拌、溶解させ、混合物３とした。Ｎｏ．５～８はそれぞれ別々
の容器で溶融し、攪拌しながら混合物３に加えた。真空下および攪拌しながら、配合成分
Ｎｏ．１３～１５を混合物３に加え実施例のマイクロカプセル含有口紅を得た。
【０１３７】
　通常の口紅では処方上アスコルビン酸誘導体等の水溶性保湿剤も処方上配合することが
できない。本発明のマイクロカプセルを用いれば、このような薬剤を口紅に安定に配合す
ることができるので、しわ改善や、保湿効果を有する口紅が得られる。
【０１３８】
　「マイクロカプセル含有頬紅の調製と評価」
　本発明をマイクロカプセル含有頬紅に使用した実施例を説明する。
　実施例のマイクロカプセル含有頬紅として次のように調製した。
（Ｎｏ．）　　（配合成分）　　　　　　　（重量部）
　　１．　カオリン　　　　　　　　　　　　２０　　　　　　
　　２．　二酸化チタン　　　　　　　　　　　４．２
　　３．　酸化鉄（赤）　　　　　　　　　　　　０．３
　　４．　赤色２０２号　　　　　　　　　　　　０．５
　　５．　セレシン　　　　　　　　　　　　　１５
　　６．　ビタミンＥアセテート　　　　　　　　　１
　　７．　流動パラフィン　　　　　　　　　　　１５
　　８．　イソプロピルミリステート　　　　　　　５
　　９．（実施例の）マイクロカプセル　　　　　２０
　１０．　酸化防止剤　　　　　　　　　　　　　　適量
　１１．　香料　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
【０１３９】
　配合成分Ｎｏ．１～６および８をＮｏ．７に均一に分散した後、Ｎｏ．９～１１を混合
し実施例のマイクロカプセル含有頬紅を得た。
　比較例としてマイクロカプセル含有頬紅は、実施例のマイクロカプセル含有頬紅におい
て、実施例のマイクロカプセルを比較例のマイクロカプセルに置き換えて、同様な方法で
調製した。
【０１４０】
　実施例のマイクロカプセル含有頬紅の効果を確認するためとして、比較例のマイクロカ
プセル含有頬紅とを比較のため、５０℃で１ヶ月間保存後の変色の有無を肉眼で観察した
。その結果、実施例のマイクロカプセル含有頬紅は、変色しなかったが、比較例のマイク
ロカプセル含有頬紅は変色が認められた。これは、無機顔料中に含まれる金属イオンによ
り、ビタミンＥが分解を受けたためと思われる。本発明のマイクロカプセル含有頬紅は、
金属イオンが親水性であるマイクロカプセルの方に移動し、内包されることにより変色は
認められなかったことから、安定した頬紅を得ることができる。
【０１４１】
　「マイクロカプセル含有のスクラブ洗顔料の調整と評価」
　本発明をスクラブ洗顔料に使用した実施例を説明する。
　実施例のスクラブ洗顔料として次のように調製した。
（Ｎｏ．）　（配合成分）　　　　　　　　　（重量部）
　　１．　ステアリン酸　　　　　　　　　　　　１２　　　　　　
　　２．　ミリスチン酸　　　　　　　　　　　　　１４　　
　　３．　ラウリン酸　　　　　　　　　　　　　　　５
　　４．　スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　３
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　　５．　ソルビット（７０％ソルビトール水溶液）１５
　　６．　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　１０
　　７．　１，３－ブチレングリコール　　　　　　１０
　　８．　水酸化カリウム　　　　　　　　　　　　　５
　　９．　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　１５
　１０．　ＰＯＥ（２０）グリセロールモノステアリン酸エステル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
　１１．　アシルメチルタウリン　　　　　　　　　　４
　１２．　（実施例の）マイクロカプセル　　　　　　５
【０１４２】
　配合成分Ｎｏ．１～７を加熱溶解し混合物４とし７０℃に保った。配合成分Ｎｏ．８，
９を混合物４に攪拌しながら添加し、十分に中和後、さらに５０℃で配合成分Ｎｏ．１０
、１１を添加した。配合成分Ｎｏ．１２を加えてさらに混合し、脱気、濾過、冷却して実
施例のスクラブ洗顔料を得た。
　比較例のスクラブ洗顔料は、実施例のスクラブ洗顔料において、実施例のマイクロカプ
セルを　比較例のマイクロカプセルに置き換えて、同様な方法で調製し、比較例のスクラ
ブ洗顔料を得た。
【０１４３】
　本発明の効果を示すため、上記のようにして得られたスクラブ洗顔料をパネラーによる
評価を行った。
　１０才代から５０才代までの各年代から２人ずつ、合計１０人のパネラーを選び、を各
自、適量のスクラブ洗顔料にて洗顔し、洗顔時の「泡立ち」、「なめらかさ」、洗顔後の
「突っ張り感」、「さっぱり感」の官能評価を行った。実施例のスクラブ洗顔料は、１０
名中８名以上が、洗顔時は、泡立ちがよく、なめらかな感触があると評価され。洗顔後は
、１０名中８名以上が、突っ張り感がなく、さっぱり感があると評価された。
【０１４４】
　比較例のスクラブ洗顔料は、１０名中５～７名が、洗顔時は、泡立ちがよいと評価した
が、１０名中４名以下が、なめらかな感触があると評価した。洗顔後は、１０名中５～７
名が、突っ張り感がなく、さっぱり感があると評価された。
本発明のスクラブ洗顔料は、特になめらかな感触にすぐれる。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】サンプル１の示差熱分析の結果を示すグラフである。
【図２】サンプル２の示差熱分析の結果を示すグラフである。
【図３】サンプル３の示差熱分析の結果を示すグラフである。
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